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周
知
の
よ
う
に
鍋
島
佐
賀
藩
は
幕
末
西
南
雄
藩
の
ひ
と
つ
に
数
え
ら
れ
、
幕
末
・
維
新
期
研
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盛
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「
分
限
帳
」
と
仮
称
す
る
こ
と
に
す
る
。

と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
多
く
の
研
究
業
績
が
あ
る
。
そ
の
な
か
で
、
い
わ
ば
領
主
権
力
の
集
中
的
表
現
と
し
て
の
藩
軍
事
力
に
関
し
て
は
、

（
佐
賀
藩
）

例
え
ば
芝
原
拓
自
氏
が
「
軍
事
的
リ
ア
リ
ズ
ム
と
技
術
万
能
主
義
こ
そ
、
薩
摩
藩
よ
り
も
さ
ら
に
早
熟
的
な
（
中
略
）
肥
前
藩
の
矢
つ
ぎ
ば

や
の
軍
制
改
革
の
著
し
い
特
質
」
と
い
う
評
価
を
与
え
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
『
佐
賀
藩
海
軍
史
全
』
・
『
鍋
島
直
正
公
伝
』

・
『
佐
賀
藩
銃
砲
沿
革
史
全
』
等
戦
前
の
古
典
的
研
究
に
よ
り
形
成
さ
れ
て
き
た
、
い
わ
ば
西
洋
軍
事
力
導
人
お
よ
び
そ
の
再
生
産
（
閣
学

の
導
入
・
研
究
や
そ
れ
に
基
づ
い
た
武
器
・
軍
艦
等
の
製
造
）
を
軍
tiJ改
革
の
至
上
課
題
と
位
置
づ
け
る
認
識
を
踏
襲
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
と
こ
ろ
が
、
か
か
る
認
識
は
、
む
し
ろ
当
該
段
階
に
お
い
て
藩
主
権
力
が
匝
面
し
た
政
治
的
（
軍
事
的
）
課
題
の
重
要
で
は
あ
る
も

の
の
―
つ
の
側
面
に
す
ぎ
ず
、
よ
り
本
質
的
に
は
西
洋
軍
事
力
の
い
わ
ば
受
け
皿
と
な
る
家
臣
団
の
構
造
的
問
題
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る。
す
な
わ
ち
、
家
臣
在
郷
制
と
藩
家
臣
団
の
二
元
的
編
成
の
克
服
が
そ
れ
で
あ
る
。
前
者
は
、
直
臣
・
陪
臣
を
問
わ
ず
藩
政
初
期
よ
り
形

成
さ
れ
て
き
た
現
象
で
、
家
臣
団
の
軍
事
的
機
能
を
低
下
さ
せ
る
阻
止
的
要
因
で
あ
っ
た
。
ま
た
後
者
は
、
「
大
配
分
」
と
呼
ば
れ
る
上
層

家
臣
が
藩
主
直
属
家
臣
団
と
は
別
に
自
立
的
に
家
臣
団
を
編
成
し
て
い
た
こ
と
を
指
し
、
こ
の
二
元
的
編
成
形
態
は
単
に
家
臣
団
の
問
題

に
と
と
ま
ら
ず
、
領
主
権
力
そ
の
も
の
を
規
定
す
る
性
格
を
有
し
て
い
た
。

本
稿
で
は
、
以
上
の
観
点
よ
り
西
洋
軍
事
力
導
入
1
1

軍
制
改
革
の
前
提
と
い
え
る
幕
末
期
の
佐
賀
藩
家
臣
団
の
構
造
に
つ
い
て
、
そ
の

特
質
解
明
を
試
み
た
い
。
そ
の
際
、
以
下
の
方
法
で
考
察
を
進
め
る
。

第
一
に
、
天
保
期
以
降
に
作
成
さ
れ
た
新
し
い
型
の
分
限
帳
の
成
立
を
幕
末
佐
賀
藩
政
史
上
に
位
置
づ
け
、
領
主
権
力
に
よ
る
家
臣
団

掌
握
の
意
図
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
新
し
い
型
の
分
限
帳
と
は
、
各
家
臣
の
居
住
地
を
記
載
し
た
「
弘
化
二
己
年
惣
着
到
」
、
「
大

配
分
」
領
主
の
家
臣
団
を
統
一
的
・
包
括
的
に
記
載
し
た
「
嘉
永
五
子
年
三
家
御
親
類
同
格
家
来
人
数
附
」
、
お
よ
び
そ
れ
ら
家
臣
団
の
居

住
地
を
整
理
・
記
録
し
た
「
私
領
（
知
行
所
）
外
住
居
名
書
」
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
幕
末
期
に
作
成
さ
れ
た
分
限
板
の
こ
と
を
新

幕
末
期
に
お
け
る
佐
賀
藩
家
臣
団
の
構
造
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る。

幕
末
期
に
お
け
る
佐
賀
藩
家
臣
団
の
構
造

第
二
に
、
従
来
、
必
ず
し
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
佐
賀
藩
家
臣
団
の
全
体
構
成
に
つ
い
て
、
新
「
分
限
娠
」
の
分
析
に
基
づ

き
検
討
す
る
こ
と
て
あ
る
。
そ
の
場
合
、
と
く
に
い
藩
主
直
属
家
臣
団
（
「
与
私
」
編
成
）
と
「
大
配
分
」
領
主
の
家
臣
団
（
「
備
」
編
成
」
）
の

統
一
的
把
握
、
国
直
臣
の
み
な
ら
ず
、
陪
臣
を
も
含
め
た
藩
家
臣
団
の
構
造
と
総
数
の
把
握
と
い
う
二
点
に
留
意
し
た
い
。

第
三
に
、
家
臣
在
郷
制
の
実
態
解
明
で
あ
る
。
佐
賀
藩
に
お
け
る
家
臣
在
郷
制
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
間
接
的
に
論
じ
ら
れ
て
き
た

も
の
の
、
そ
の
全
体
的
な
構
造
に
つ
い
て
は
、
充
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
も
の
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
先
の
新
「
分

限
賑
」
に
躾
づ
き
、
直
臣
に
と
ど
ま
ら
ず
陪
臣
を
含
め
た
佐
賀
藩
に
お
け
る
家
臣
在
郷
制
の
特
質
に
迫
り
た
い
。

そ
こ
で
、
具
体
的
分
析
に
移
る
前
提
と
し
て
、
佐
賀
藩
に
お
け
る
家
臣
団
編
成
の
諸
段
階
に
つ
い
て
概
観
す
る
こ
と
か
ら
、
考
察
を
始

⑥
 

め
る
こ
と
に
し
よ
う
。

藩
家
臣
団
編
成
の
諸
段
階

佐
賀
藩
に
お
け
る
藩
家
臣
団
編
成
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で
論
じ
た
よ
う
に
四
段
階
を
設
定
す
る
こ
と
が
て
き
る
。
以
下
、
各
段
階
の
時

⑧
 

期
お
よ
び
そ
の
特
質
に
つ
い
て
瞥
見
し
て
お
こ
う
。

佐
賀
藩
は
、
天
正
―
二
年
の
竜
造
寺
隆
信
の
死
後
、
そ
の
家
臣
と
し
て
台
頭
し
つ
つ
あ
っ
た
鍋
島
直
茂
に
漸
次
、
領
主
権
が
移
行
す
る

と
い
う
過
程
の
な
か
で
成
立
す
る
。
藩
家
臣
団
編
成
の
第
一
期
（
天
正
二

0
年
＼
元
和
七
年
）
は
、
豊
臣
政
権
よ
り
朝
鮮
出
兵
を
命
じ
ら
れ
た

鍋
島
直
茂
が
、
朝
鮮
渡
海
陣
立
の
一
部
と
し
て
、
独
自
に
「
与
」
（
の
ち
の
「
与
私
」
）
編
成
を
創
出
し
た
こ
と
に
始
ま
る
。
し
か
し
、

で
竜
造
寺
氏
の
一
門
家
臣
の
陪
臣
団
が
自
立
的
に
存
在
し
て
い
た
。
領
主
権
力
が
移
行
す
る
と
い
う
特
異
な
歴
史
過
程
の
な
か
で
形
成
さ

れ
た
こ
の
よ
う
な
編
成
形
態
は
、
藩
主
直
属
家
臣
団
1
1

「
与
私
」
と
竜
造
寺
氏
一
門
を
初
め
と
す
る
、
上
層
家
臣
の
陪
臣
団
1
1

「
備
」
と

い
う
佐
賀
藩
家
匝
団
の
基
本
編
成
と
し
て
定
着
し
（
元
和
七
年
）
、
幕
未
期
ま
で
存
続
す
る
。
い
わ
ば
第
一
期
は
、
藩
家
臣
団
成
立
期
て
あ

一
方

-393-



表 (1) 佐賀藩家臣団編成の推移

ら 明暦2年 元禄 8年 安政元年

人 人 人
侍 405 573 1,418 

下層切米取 2,534 2,754 4,004 

船 手 740 273 525 

非戦闘集団 104 273 30 

計 3,388 3,873 5,977 

註） 「泰盛院様御印帳」（明暦2年），「元禄

八年着到全」（元禄 8年），「光茂公御代

与着到」（元禄 8年），「御領中明細録」

によって作成。

但し， 「光茂公御代与着到」（全15冊）
のうち， 「鍋島図書与着到」は，後欠

のため，「鍋島図書与着到」（元禄 3年）

を利用した。

つ
ま

第
二
期
（
元
和
七
年
S
元
禄
―
二
年
）
は
、
「
与
私
」
・
「
備
」
体
制
が
成
立
し
、
佐
賀
藩
に
お
け
る
最
初
の
統
一
的
軍
役
規
定
（
元
和
七
年

軍
役
規
定
）
が
発
布
さ
れ
た
こ
と
に
始
ま
る
。
こ
の
期
に
は
、
物
成
一

0
0石
に
つ
き
―
二
人
負
担
と
下
禄
者
に
よ
る
軍
役
の
過
重
負
担
と

い
う
二
つ
の
軍
役
負
担
原
則
が
、
寛
永
一
六
年
お
よ
び
同
一
八
年
に
発
布
さ
れ
た
軍
役
規
定
に
よ
り
確
立
す
る
と
と
も
に
、
寛
永
期
か
ら

明
暦
期
に
か
け
て
藩
主
直
属
家
臣
団
で
あ
る
「
与
私
」
の
一
五
与
編
成
が
整
備
・
完
成
し
た
。
こ
の
一
五
与
編
成
は
、
幕
末
期
ま
で
存
続

す
る
。
さ
ら
に
、
藩
政
推
進
の
中
心
勢
力
で
あ
る
着
座
の
座
位
決
定
（
万
治
二
年
）
、
鍋
島
勝
茂
よ
り
光
茂
へ
の
藩
主
交
替
を
契
機
に
、
と
く

に
延
宝
期
以
降
自
立
化
の
動
き
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た
三
支
藩
（
三
家
1
1

小
城
・
鹿
島
・
蓮
池
の
三
支
藩
、
後
掲
表
①
参
照
）
に
対
す
る
「
三
家

格
式
」
の
制
定
（
天
和
三
年
）
、
前
領
主
で
あ
る
竜
造
寺
氏
の
一
門
家
臣
に
対
す
る
「
親
類
同
格
」
の
設
定
（
元
禄
―
二
年
）
等
に
よ
り
、
家

臣
団
内
部
の
身
分
格
制
の
確
立
が
図
ら
れ
た
こ
と
が
、
第
二
期
後
半
の
特
色
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
第
二
期
は
藩
家
臣
団
の
整
備
・
安
定
期

第
三
期
（
元
禄
―
二
年
S
天
保
元
年
）
は
、
「
親
類
同
格
」
の
設
定
と
相
前

後
し
、
元
禄
―
二
年
軍
役
規
定
が
制
定
さ
れ
た
こ
と
に
始
ま
る
。
こ
の
規

定
お
よ
び
享
保
一
七
年
軍
役
規
定
に
よ
り
、
下
禄
者
過
重
と
い
う
原
則
が

緩
和
さ
れ
、
佐
賀
藩
軍
役
体
制
は
相
対
的
に
軽
減
さ
れ
る
。
宝
暦
―

0
年

に
は
蔵
人
代
替
制
が
導
入
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
傾
向
が
強
ま
っ
た
。

り
、
こ
の
期
の
前
半
は
、
軍
役
体
制
の
軽
減
が
進
め
ら
れ
た
時
期
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
れ
を
前
提
と
し
、
か
つ
、
下
層
家
臣
に
お
け
る
世
禄
制
の
成
立
、

分
家
取
立
、
農
民
層
か
ら
の
直
接
取
立
等
々
を
背
景
と
し
な
が
ら
、
卜
層

の
切
米
取
家
臣
が
広
範
に
形
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て

表
川
お
よ
び
表
い
に
よ
り
検
証
し
て
お
こ
う
。

で
あ
る
。

幕
末
期
に
お
け
る
佐
賀
藩
家
臣
団
の
構
造
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表 (2) 家臣団石高別構成（侍）

： 明暦 2 年（物成•切米・扶持）＜%> 元禄 8 年（物成•切米•扶持）＜粥＞ 嘉永 4 年（物成•切米・扶持） ＜%> 

10000石以上 3人 (3•0•0) <O. 7 %> 3人 (3•0•0) <O. 5 %> 3人 (3•0•0) <O. 2 %> 

1000石以上 10000石未満 15人 (15•0•0) <3. 6 %> 16人 (16•. 0•0) < 2. 8 %> 14人 (14•0•0) <1. 1 %> 

500 ~ 1000 10人 (10•0•0) < 2. 6 %> 11人 (11•0•0) <l. 9飴＞ 6人 (6•0•0) <O. 5 %> 

200 ―一・ 500 29人 (29•0•0) < 7. 1劣＞ 35人 (35•0•0) <6. 1 %> 33人 (32• 1 •0) <2. 6劣＞

100 ~ 200 70人 (69•1•0) <17. 3 %> 91 人 (80•11 •0) < 16. 0 %> 96人 (84• 12•0) <7. 6 %> 

50 ~ 100 104人 (103•1•0) <25. 7 %> 112人 (98•12•2) < 19. 5 %> 166人 (102•59•5) <13. 2 %> 

゜
―--． 50 174人 (131•43•0) <43.0%> 305人 (149•153•3) <53. 2 %> 939人 (109•533•297) <74. 7 %> 

計 405人 (360•45•0) <100. 0 %> 573人 (392• 176•5) <100. O ・%> 1257人 (350•605•302)<100. 0 %> 

|
g
6
8
ー
＇

注） 「泰盛院様御印帳」
より作成。

（明暦2年8月晦日）， 「元禄八年着到全」 （元禄8年9月15日）， 「分限着到」 （嘉永 4年）等

渫咲至旦母わ心送迄遡悩正回8翠翠



数
は
四

0
五
人
（
明
暦
二
年
）
、
五
七
三
人
（
元
禄
八
年
）
と
藩
政
初
中
期
に
か
け
て
漸
増
傾
向
に
あ
っ
た
も
の
が
、
幕
末
期
に
は
―
二
五
七

人
（
嘉
永
四
年
）
と
な
り
、
増
加
比
率
が
一
•
四
倍
よ
り
ニ
・
ニ
倍
と
大
き
く
な
っ
て
い
る
。
石
高
別
構
成
よ
り
み
た
場
合
、
そ
の
原
因
が

五
0
石
未
満
層
の
急
増
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
五

0
石
未
満
層
は
明
暦
二
年
段
階
で
一
七
四
人
、
全
体
に
占

め
る
比
率
が
四
三
．

0
％
、
元
禄
八
年
段
階
で
は
三

0
五
人
、
五
三
・
ニ
％
と
待
層
の
半
数
と
な
り
、
嘉
永
四
年
で
は
九
三
九
人
、
七
四

・
七
％
と
、
全
侍
数
の
四
分
の
三
を
占
め
る
に
至
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
五

0
石
以
上
の
石
高
階
層
が
人
数
的
に
徴
増
傾
向
に
と
ど

ま
り
、
比
率
的
に
は
む
し
ろ
減
少
し
て
い
る
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
知
行
タ
イ
プ
で
は
、
藩
政
中
後
期
に
お
け
る
切
米
・
扶
持
の
増
加

が
著
し
く
、
そ
の
こ
と
が
、
五

0
石
未
満
層
の
増
加
と
い
う
現
象
に
帰
結
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
表
田
お
よ
び
表
り
に
よ
り
検
証
さ
れ
た
よ
う
に
、
下
層
の
切
米
（
扶
持
）
取
の
広
範
な
形
成
が
第
三
期
の
大
き
な
特
色
と
い
え
る

が
、
そ
れ
に
伴
い
「
与
私
」
は
、
軍
事
的
性
格
よ
り
も
む
し
ろ
家
臣
団
の
所
属
編
成
単
位
と
し
て
の
性
格
を
強
め
、
本
来
的
な
軍
事
的
機

能
を
低
下
さ
せ
て
い
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
分
限
帳
の
形
態
に
も
変
化
を
与
え
た
。
す
な
わ
ち
、
「
与
私
」
の
軍
事
的
性
格
が
変
容
し
た
た
め

軍
役
負
担
内
容
の
記
載
が
な
く
な
り
、
「
与
私
」
別
に
そ
の
構
成
者
を
列
記
し
た
の
み
の
簡
便
な
分
限
帳
が
作
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
し

か
も
こ
の
型
の
分
限
娠
が
主
流
と
な
っ
た
。
第
三
期
は
い
わ
ば
藩
家
臣
団
展
開
期
で
あ
る
。

第
四
期
（
天
保
元
年
S
明
治
二
年
）
は
、
軍
制
改
革
を
含
む
幕
末
藩
政
改
革
を
推
進
し
た
鍋
島
直
正
の
襲
封
に
よ
り
始
ま
る
。
本
稿
で
対
象

と
す
る
の
が
、
こ
の
時
間
の
前
半
期
に
当
た
る
天
保
元
年
よ
り
嘉
永
末
年
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
西
洋
軍
事
力
導
人
、
こ
れ
に
伴
う
家
臣
団

編
成
の
改
革
等
、
本
格
的
な
軍
制
改
革
の
前
段
階
で
、
嘉
永
六
年
の
ペ
リ
ー
浦
賀
来
航
以
前
に
当
た
る
。

幕
末
期
に
お
け
る
佐
賀
藩
家
臣
団
の
構
造
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幕
末
期
に
お
け
る
佐
賀
藩
家
臣
団
の
構
造

寛
政
期
以
降
に
お
け
る
ロ
シ
ア
船
・
イ
ギ
リ
ス
船
等
諸
外
国
船
の
日
本
近
海
接
近
な
い
し
来
船
は
、
福
岡
藩
と
隔
年
交
替
で
長
崎
警
備

を
担
当
し
て
い
た
佐
賀
藩
に
対
し
て
、
い
わ
ゆ
る
外
在
へ
の
認
識
を
深
め
さ
せ
た
が
、
そ
の
決
定
的
契
機
と
な
っ
た
の
は
文
化
五
年
の
イ

(12) 

ギ
リ
ス
船
フ
ェ
ー
ト
ン
号
の
長
崎
港
浸
入
（
い
わ
ゆ
る
フ
ェ
ー
ト
ン
号
事
件
）
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
佐
賀
藩
は
こ
の
事
件
以
後
、
長
崎
警
備

の
中
心
を
西
泊
・
戸
町
両
番
所
に
よ
る
長
崎
港
内
（
内
目
）
か
ら
港
外
（
外
目
）
へ
拡
充
す
る
こ
と
を
長
崎
奉
行
へ
進
言
し
た
。
港
外
に
は

伊
王
島
・
高
島
・
神
島
等
の
佐
賀
藩
領
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
幕
領
た
る
内
目
の
み
よ
り
も
む
し
ろ
私
領
（
藩
領
）
を
も
包
括
し
た
外
目
へ

警
備
の
重
点
を
移
す
と
い
う
、
い
わ
ば
海
防
認
識
の
拡
大
化
は
、
そ
の
後
幕
末
期
に
至
る
佐
賀
藩
の
長
崎
警
備
に
対
す
る
基
本
路
線
を
形

(13) 

成
す
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
長
崎
警
備
に
と
ど
ま
ら
ず
、
藩
軍
事
力
強
化
の
明
確
な
諸
政
策
が
打
ち
出
さ
れ
る
の
は
、
天
保
元
年
の
鍋
島
直
正
の
藩
主
襲

(14) 

封
以
降
で
あ
る
。
ま
ず
、
襲
封
し
た
翌
年
に
あ
た
る
天
保
二
年
二
月
一
七
日
、
備
立
方
よ
り
「
御
代
始
―
ー
付
御
軍
役
」
が
示
さ
れ
、
三
月
に

は
藩
主
自
身
に
よ
る
「
百
間
御
蔵
」
調
査
が
三
日
間
（
―
二
日
、
一
四
日
、
一
六
日
）
に
亘
っ
て
実
施
さ
れ
た
。
「
百
間
御
蔵
」
と
は
、
藩
主

(15) 

直
属
家
臣
団
で
あ
る
各
「
与
私
」
に
対
し
藩
蔵
入
方
よ
り
分
与
さ
れ
る
諸
武
具
が
「
与
私
」
単
位
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
武
器
庫
で
あ
る
。

(16) 

当
該
期
の
武
具
類
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
史
料
を
確
認
で
き
な
い
が
、
天
保
―
一
年
四
月
に
「
百
間
御
蔵
」
に
お
い
て
「
今
度
御
修
覆

(17) 

被
成
候
組
（
「
与
私
」
・
・
・
引
用
者
註
）
御
武
具
」
に
つ
い
て
藩
主
に
よ
る
視
察
が
実
施
さ
れ
て
お
り
、
天
保
二
年
三
月
の
調
査
段
階
で
は
、
少

な
か
ら
ず
破
損
し
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

武
具
類
の
修
覆
・
整
備
と
と
も
に
重
要
な
こ
と
は
、
家
臣
団
の
問
題
で
あ
る
。
幕
藩
政
権
の
本
質
が
軍
事
政
権
で
あ
り
、
そ
の
実
質
的

(I) 

「
弘
化
二
已
年
惣
着
到
」
の
成
立

新
「
分
限
帳
」
の
成
立
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担
い
手
は
幕
藩
家
臣
団
で
あ
る
も
の
の
、
長
期
に
亘
る
体
制
的
安
定
は
、
そ
の
軍
事
的
機
能
を
著
し
く
減
退
さ
せ
て
い
た
。
「
百
間
御
蔵
」

調
査
の
翌
天
保
三
年
七
月
に
は
、

（
火
保
一
二
年
七
月

□日）

一
御
備
立
筋
二
付
而
者
、
色
々
思
召
之
儀
被
為
在
候
得
共
、
御
人
費
二
も
可
相
掏
事
故
、
当
御
時
節
柄
二
而
早
急

-i御
沙
汰
被
遊
兼
候
、
併

何
連
追
々
二
省
調
練
等
之
儀
被
仰
出
二
而
可
有
之
候
、
就
而
者
御
備
立
役
之
義
、
趣
二
依
リ
人
数
増
又
者
御
差
繰
等
も
可
有
之
候
条
、
生
来

兵
学
等
心
懸
厚
機
務
も
尖
成
ル
人
柄
相
撰
達
御
聴
候
様

と
、
財
政
窮
乏
と
い
う
困
難
な
状
況
の
な
か
に
あ
り
な
が
ら
も
、
「
何
連
追
々
二
者
調
練
等
之
儀
被
仰
出
」
と
、
将
来
に
お
け
る
調
練
を
初

め
と
し
た
「
備
立
筋
」

1
1

軍
事
力
強
化
路
線
が
示
唆
さ
れ
て
お
り
、
備
立
役
人
の
増
員
、
兵
学
者
の
選
抜
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
。

藩
主
自
身
が
視
察
す
る
「
与
私
」
単
位
の
軍
事
調
練
の
開
始
は
天
保
五
年
の
春
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
本
格
化
す
る
の
は
天
保
六
年

(20) 

の
春
（
二

S
三
月
）
以
降
で
あ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
天
保
五
年
六
月
に
は
「
騎
射
会
試
」
が
、
従
来
数
年
に
一
度
の
実
施
で
あ
っ
た
も
の

を
毎
年
、
こ
れ
ま
で
長
期
に
亘
り
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
「
火
矢
石
火
矢
会
試
」
と
「
水
練
」
に
つ
い
て
は
、
前
者
が
三
年
に
一
度
、
後
者

が
隔
年
、
さ
ら
に
砲
術
に
つ
い
て
も
、
会
試
・
内
試
の
区
別
な
く
数
年
に
一
度
で
あ
っ
た
も
の
を
、
会
試
・
内
試
を
隔
年
交
代
で
実
施
す

る
等
、
各
種
軍
事
調
練
の
定
期
化
の
方
針
が
打
ち
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
い
わ
ば
外
在
的
条
件
の
み
な
ら
ず
、
各
家
臣
に
対
し
戦
闘
集
団
1
1

「
与
私
」
構
成
者
と
し
て
の
自
覚
を
促
す
と
か

う
内
的
問
題
に
、
藩
主
権
力
が
い
か
に
留
意
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
大
与
頭
、
小
与
頭
に
与
え
ら
れ
た
次
の
よ
う
な
指
示
に
よ
り
知

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
火
保
八
年
―
．
月
九
H
)

0

大
組
頭
甫
任
之
義
者
改
應
小
及
申
聞
候
、
然
慮
、
太
平
久
敷
軍
国
之
大
事
も
自
然
と
不
差
競
事
之
様
相
心
得
、
武
備
操
練
等
之
仕
組
迄

疎
五
ハ
相
成
候
而
者
、
以
之
外
之
事
ー
一
候
、
惣
而
国
家
之
儀
家
中
一
統
已
下
々
々
迄
、
十
五
隊
之
大
組
頭
総
括
せ
し
む
る
事
ー
一
候
得
者
‘

面
々
覚
悟
之
浅
深
—
—
よ
り
組
中
一
般
風
儀
之
厚
薄
一
珀
~
懸
義
二
候
得
者
、
自
身
者
勿
論
組
中
之
者
忠
孝
文
武
を
励
‘
ン
、
義
勇
廉
介
之
風

行
れ
如
睫
之
勤
向
者
不
及
申
、
自
然
哭
変
之
節
早
速
懸
合
相
成
候
様
心
遣
候
義
者
眺
任
之
持
前
一
面
別
嬰
里
キ
事
柄
候
慮
、
間
二
者
左
迄

幕
末
期
に
お
け
る
佐
賀
藩
家
臣
団
の
構
造
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椿
末
期
に
お
け
る
佐
賀
藩
家
臣
団
の
構
造

以
上
の
よ
う
に
、
外
圧
へ
の
認
識
の
深
ま
り
の
な
か
で
、
天
保
元
年
の
新
藩
主
（
鍋
島
直
正
）
襲
封
を
契
機
と
し
、
長
崎
警
備
に
と
ど
ま

ら
な
い
藩
軍
事
力
の
強
化
が
、
諸
武
具
の
整
備
・
補
修
、
軍
事
調
練
、
家
臣
の
意
識
変
革
等
々
広
範
囲
に
亘
っ
て
実
施
さ
れ
る
に
至
り
、

い
わ
ば
軍
事
的
封
建
家
臣
団
の
再
生
が
試
み
ら
れ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
佐
賀
藩
の
場
合
、
兵
農
分
離
を
社
会
・
身
分
・
分
業
編
成
の
原
理
と
し
た
幕
藩
体
制
下
に
お
い
て
他
藩
で
は
稀
な
家
臣
に
よ

る
在
郷
が
藩
政
初
期
よ
り
み
ら
れ
、
と
く
に
藩
政
中
後
期
に
か
け
て
家
臣
財
政
の
窮
乏
化
に
よ
る
在
郷
、
あ
る
い
は
在
郷
し
生
産
活
動
（
主

て
、
各
家
臣
の
意
識
変
革
が
企
図
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

担
当
無
之
向
等
者
無
之
哉
、
甚
心
得
遠
之
事
二
候
条
、
得
と
職
掌
之
趣
意
相
基
、
武
備
又
平
日
之
心
得
迄
組
中
已
下
二
到
熟
二
申
談
行

届
候
様
急
度
其
取
斗
可
有
之
候
（
後
略
）

(
K保
―
一
年
―
：
月
二

fiH)

0

大
組
頭
・
小
組
頭
共
、
其
組
中
之
儀
、
兼
而
被
相
任
置
、
自
然
之
節
者
死
生
を
共
＿
一
致
し
候
儀
勿
論
候
得
共
、
互
二
真
情
を
以
相
親
候

半
應
小
叶
義
盃
‘
其
旨
差
含
抽
自
余
組
中
之
請
宜
向
有
之
候
由
、
然
慮
、
間
二
者
取
斗
方
不
承
服
之
向
も
有
之
哉
二
相
聞
候
、
以
来
相

(23) 

嗜
候
様
可
申
聞
置
旨
、
御
沙
汰
被
為
在
候

大
組
（
与
）
頭
と
は
「
与
私
」
の
統
率
者
、
小
組
頭
と
は
物
頭
・
与
頭
と
も
呼
ば
れ
、
「
与
私
」
内
に
編
成
さ
れ
て
い
た
足
軽
与
の
管
理
・

統
轄
者
で
あ
る
（
三
節
（
項
参
照
）
。
「
太
平
久
敷
軍
国
之
大
事
も
自
然
と
不
差
競
事
之
様
相
心
得
、
武
備
操
練
等
之
仕
組
迄
疎
二
共
相
成
候
而

者
以
之
外
」
と
、
長
期
に
亘
る
実
質
的
な
臨
戦
体
制
の
解
除
に
よ
る
弊
害
が
説
か
れ
、
如
睦
（
平
和
時
）
の
勤
向
と
と
も
に
、
各
家
臣
に
対

す
る
「
自
然
癸
変
之
節
早
速
懸
合
相
成
候
様
心
遣
」
が
大
与
頭
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
各
家
臣
相
互
に
「
死
生
を
共
ー
一
致
」
す
こ
と

は
当
然
の
こ
と
と
し
、
「
互
―
―
真
情
を
以
相
親
候
半
而
不
叶
」
と
戦
闘
集
団
1
1

「
与
私
」
構
成
者
と
し
て
の
い
わ
ば
自
覚
悟
と
親
和
の
倫
理
観

(24) 

が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
別
稿
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
本
来
軍
事
編
成
単
位
と
し
て
の
機
能
を
有
し
て
い
た
「
与
私
」
は
、
藩
政
中
期
以
降

そ
の
機
能
を
減
退
さ
せ
、
む
し
ろ
家
臣
の
日
常
的
な
所
属
編
成
単
位
へ
と
転
化
し
、
史
料
中
の
小
与
頭
（
物
頭
）
も
階
層
的
に
は
下
層
の
切

米
取
が
担
当
し
、
い
わ
ば
吏
僚
的
性
格
を
強
め
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
背
景
の
な
か
で
、
「
与
私
」
の
軍
事
的
機
能
の
回
復
の
一
環
と
し
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と
し
て
農
業
）

(25) 

い
わ
ば
家
臣
在
郷
が
体
制
的
に
定
着
し
て
い
た
。

は
、
家
臣
団
の
軍
事
的
機
能
の
再
生
に
と
っ
て
む
し
ろ
阻
害
的
な
要
因
で
あ
り
、
藩
主
権
力
は
そ
の
克
服
を
迫
ら
れ
て
い
た
。

（
火
保
八
年
：
．
月
四
11)

御
家
中
之
儀
、
在
住
不
仕
当
時
在
住
罷
在
候
者
も
不
遠
御
城
下
引
移
候
通
之
義
者
、
委
曲
最
前
御
吟
味
之
次
第
も
有
之
、
然
慮
、

諸
小
路
屋
鋪
之
義
至
曲
手
寡
早
速

5
引
移
度
相
心
得
候
人
も
其
儀
不
行
届
、
早
覚
抱
屋
敷
、
名
目
屋
敷
等
多
分
有
之
、
旦
、
下
輩
之
者

も
小
路
内
相
住
居
候
鉢
之
義
も
有
之
哉
―
―
付
而
者
、
其
役
筋
調
合
相
成
候
処
、
廉
々
里
御
山
方
達
出
之
振
合
も
有
之
、
本
人
住
居
無
之

名
目
屋
敷
又
立
明
屋
敷
を
菜
園
場
等
二
相
用
弐
屋
敷
を
内
輪
壱
屋
敷
ー
ー
相
成
、
其
外
御
陸
已
下
小
路
内
罷
在
、
就
中
、
大
小
路
内
陪
臣

住
居
之
義
行
先
年
相
達
被
置
候
旨
も
有
之
候
処
、
彼
是
致
混
雑
不
正
、
殊
＿
一
御
家
中
と
し
て
者
、
御
膝
許
相
住
居
奉
守
術
罷
在
候
半
而

(26) 

不
相
叶
訳
―
―
付
阻
者
‘
此
節
御
改
革
之
旨
を
以
廉
々
左
之
通
（
後
略
）

こ
の
天
保
八
年
―
-
＿
月
四
日
付
の
法
令
に
よ
れ
ば
、
い
藩
主
権
力
が
在
郷
家
臣
の
城
下
町
集
住
政
策
を
指
向
し
て
い
た
こ
と
、
国
し
か
し
家

中
が
居
住
す
べ
き
「
諸
小
路
屋
敷
」
の
不
足
と
い
う
深
刻
な
状
況
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
、
国
そ
の
理
由
に
①
「
抱
屋
敷
」
・
「
名
目
屋

敷
」
．
「
明
屋
敷
」
等
、
所
持
者
不
在
屋
敷
の
増
加
お
よ
び
そ
の
不
正
利
用
（
菜
園
と
し
て
の
利
用
、
二
屋
敷
の
一
屋
敷
と
し
て
の
使
用
等
）
＠

本
来
居
住
権
の
な
い
「
下
輩
之
者
」
・
「
御
陸
」
以
下
等
の
下
層
家
臣
や
「
陪
臣
」
等
に
よ
る
家
中
屋
敷
地
（
「
小
路
」
）
内
へ
の
居
住
等
が

あ
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
、
城
下
町
内
の
家
臣
居
住
屋
敷
が
、
在
郷
家
臣
の
受
け
入
れ
に
対
応
で
き
な
い
ほ
ど
減
少
な
い
し
荒
廃
し
て
い

た
こ
と
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
し
、
「
御
家
中
と
し
て
者
、
御
膝
許
相
住
居
奉
守
術
罷
在
候
半
而
不
相
叶
」
と
い
う
藩
主
権
力
の
認
識
の
も
と
に

改
革
が
試
み
ら
れ
た
。
改
革
の
内
容
は
、
い
抱
屋
敷
売
却
の
推
進
、
国
割
屋
敷
、
国
下
層
家
臣
の
小
路
内
屋
敷
売
却
、
い
小
路
内
居
住
の

(28) 

陪
臣
退
去
等
々
で
あ
り
、
家
臣
屋
敷
の
確
保
・
増
加
を
狙
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
さ
ら
に
、
同
法
令
の
末
尾
に
は

「
右
廉
々
之
通
相
成
候

t臼
、
御
規
則
も
相
立
、
自
然
と
在
住
之
給
人
も
手
寡
ク
、
諸
般
組
内
之
指
揮
を
も
迅
速
ー
一
行
届
、
郷
内
御
仕
組
之
御

(29) 

一
助
ー
ー
も
可
相
成
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
家
臣
の
城
下
町
集
住
化
に
よ
る
「
諸
般
組
内
之
指
揮
を
も
迅
速
＿
一
行
届
」
と
い
う
軍

へ
の
従
事
を
伴
っ
た
家
臣
召
抱
え
の
実
施
に
よ
り
、

幕
末
期
に
お
け
る
佐
賀
藩
家
臣
団
の
構
造

こ
の
家
臣
在
郷
制
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幕
末
期
に
お
け
る
佐
賀
藩
家
臣
団
の
構
造

事
的
問
起
1
1

「
勺
私
」
の
機
能
向
上
か
、
こ
の
改
革
の
主
要
な
目
的
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
同
法
令
の
示
逹
時
期
（
天
保
八
年
三
月
四
日
）
か
、

先
辿
し
た
大
与
頭
へ
の
「
与
私
」
に
関
す
る
申
渡
し
（
同
年
三
月
九
日
）
と
相
前
後
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
な
家
臣
在
郷
に
対
す
る
改
革
が
ど
の
程
度
実
現
さ
れ
る
に
予
っ
た
か
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
の
、
「
小
路
」

内
に
居
仕
す
べ
き
家
臣
は
佐
賀
藩
家
臣
団
の
一
部
に
す
ぎ
ず
、
む
し
ろ
そ
れ
以
外
の
中
：
上
層
家
臣
団
の
在
郷
に
つ
い
て
は
、
体
制
的
改

革
は
著
し
く
困
難
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
家
臣
在
郷
が
藩
政
初
期
よ
り
長
期
に
亘
っ
て
定
着
し
、
就
中
、
中
下
屑
家
匝
の
場

合
、
農
党
を
切
め
と
す
る
生
産
活
動
に
従
事
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
従
っ
て
右
の
法
令
が
示
達
さ
れ
た
翌
天
保
九
年
閏
四
月
―
二
日
に
、

(30) 

長
崎
警
備
に
関
す
る
白
帆
汁
進
制
が
強
化
さ
れ
た
際
も
、
「
将
又
侍
・
手
明
鑓
其
外
共
遠
在
住
居
之
向
々
＂
、
臨
期
迅
速
之
駈
付
行
届
候

(31) 

通
、
尚
又
於
組
々
什
組
相
成
候
様
」
と
、
城
下
町
外
の
遠
在
住
居
の
家
柘
に
対
す
る
具
体
的
政
策
を
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
後
、

天
保
ー
四
年
九
月
一
―
一
日
に
、
「
御
家
中
小
身
逼
辿
等
二
而
御
城
下
住
居
出
来
兼
候
者
共
」
の
う
ち
一
部
に
つ
い
て
、
佐
賀
城
ド
町
北
方
に

品

32)

あ
た
る
大
野
原
へ
の
集
団
住
届
策
か
打
ち
出
さ
れ
た
も
の
の
、
や
は
り
根
本
的
な
改
革
と
は
言
い
難
い
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、
翌
天
保
一
五
年
、
次
の
よ
う
な
規
定
か
ホ
達
さ
れ
る
。

（
大
保
五
年
ii
月
ニ
―
日
）

御
家
中
掛
又
農
工
商
之
義
、
市
中
・
郷
村
致
雑
居
候
而
者
目
然
と
風
俗
も
差
構
、
殊
ー
一
御
守
国
之
上
二
於
て
不
相
済
二
付
、
漸
々
御
手
可

被
相
付
被
思
召
候
、
右
五
至
而
御
大
業
之
儀
二
者
候
得
共
、
御
政
事
台
鉢
之
儀
二
付
、
寛
急
を
以
何
連
御
趣
意
行
届
候
様
、
役
々
陣
可
遂

(33) 

讃
淡
旨

す
な
わ
ち
、
「
御
家
中
」
お
よ
び
「
農
工
商
」
の
雑
居
に
つ
い
て
「
殊
＿
一
御
守
国
之
上
ぷ
原
て
不
相
済
」
と
い
う
認
識
の
上
に
、
そ
の
改
革
を

極
め
て
「
大
業
」
で
は
あ
る
も
の
の
、
「
寛
急
」
を
も
っ
て
実
現
す
べ
き
て
あ
る
と
い
う
方
針
が
、
各
階
層
の
雑
居
体
制
克
服
の
一
環
と
し

て
表
明
さ
れ
た
わ
け
て
あ
る
。
と
く
に
生
産
活
動
に
従
事
し
て
い
た
下
屈
家
臣
に
と
っ
て
、

i
k保
し

れ

年

-

)

（
前
略
）
打
追
壱
ヶ
年
詰
二
曲
者
、
足
軽
鉢
小
身
之
者
共-t
農
業
等
差
欠
罷
越
、
其
外
永
詰
盃
~
者
召
仕
等
之
手
締
行
届
兼
候
義
有
之
（
中

略
）
御
場
所
柄
勤
之
義
ー
一
ょ
候
得
共
、
七
9
ケ
年
二
相
及
候
而
者
色
々
難
渋
之
義
等
有
之
、
御
士
意
通
差
引
何
分
届
兼
候
ー
一
付
相
成
義
二
候
1
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佐
賀
藩
は
、
竜
造
寺
氏
よ
り
鍋
島
氏
へ
領
主
権
力
が
交
替
す
る
こ
と
に
よ
り
藩
体
制
が
成
立
し
た
。
竜
造
寺
本
家
は
慶
長
―
二
年
に
断

絶
し
た
も
の
の
、
本
家
格
と
し
て
の
久
保
田
村
田
お
よ
び
竜
造
寺
氏
一
門
家
臣
で
あ
る
武
雄
・
多
久
・
諌
早
・
須
古
の
五
家
は
そ
の
後
も

(37) 

存
続
し
、
久
保
田
村
田
は
親
類
、
そ
れ
以
外
は
親
類
同
格
と
し
て
鍋
島
佐
賀
藩
体
制
の
な
か
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
。

一
方
、
鍋
島
氏
は
こ
れ
ら
竜
造
寺
氏
一
門
に
対
す
る
い
わ
ば
藩
屏
と
し
て
、
鍋
島
氏
一
門
を
新
た
に
創
設
す
る
が
、
表
り
は
そ
れ
を
一

覧
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
慶
長
一
四
年
の
鹿
島
鍋
島
よ
り
貞
享
元
年
の
鳥
栖
村
田
に
至
る
ま
で
、
計
六
家
が
そ
れ
に
当
た
る
。
一
＿
一
家
は
寛

念

38)

永
一
九
年
支
藩
と
な
る
が
、
こ
の
三
支
藩
は
、
幕
府
か
ら
直
接
朱
印
状
を
交
付
さ
れ
な
い
内
分
支
藩
で
あ
り
、
し
か
も
、
当
初
か
ら
支
藩

(2) 

幕
末
期
に
お
け
る
佐
賀
藩
家
臣
団
の
構
造

(34) 

打
、
半
ケ
年
詰
ー
一
被
仰
付
度
（
後
略
）

と
い
う
長
崎
番
方
の
願
書
が
示
す
よ
う
に
、
長
崎
警
備
に
代
表
さ
れ
る
軍
役
負
担
の
遂
行
は
事
実
上
極
め
て
困
難
で
あ
っ
た
。
こ
の
願
書

は
却
下
さ
れ
た
が
、
翌
弘
化
二
年
七
月
に
は
「
長
崎
表
之
義
、
昨
年
来
之
様
子
を
以
ハ
、
此
以
後
筋
々
異
船
渡
来
可
致
慮
、
其
時
々
妥
元

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

(35) 

よ
り
御
人
数
出
し
玉
ひ
て
ハ
、
御
領
中
の
騒
者
不
及
申
、
耕
作
等
も
自
然
と
取
荒
し
申
べ
く
」
と
、
出
夫
を
強
制
さ
れ
た
農
民
層
を
も
含

め
、
生
産
活
動
に
従
事
す
る
下
層
家
臣
の
反
権
力
的
意
識
の
形
成
や
行
動
、
あ
る
い
は
出
勢
に
よ
る
農
業
生
産
の
疲
弊
化
が
懸
念
さ
れ
る

に
至
っ
て
い
る
。
単
に
家
臣
が
城
下
町
外
に
居
住
す
る
と
い
う
問
題
に
と
ど
ま
ら
な
い
家
臣
在
郷
制
の
本
質
に
対
す
る
認
識
・
対
応
を
、

藩
権
力
は
迫
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
「
与
私
」
の
軍
事
的
機
能
の
強
化
と
家
臣
在
郷
制
の
克
服
の
前
提
と
し
て
、
藩
主
権
力
は
、
家
臣
団
の
実
態
を
正
確

に
掌
握
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
陪
臣
を
除
い
た
全
家
臣
団
を
悴
・
孫
を
も
含
め
「
与
私
」
単
位
に
綱
羅
し
、
さ
ら
に
従
来
み
ら
れ
な
か
っ

た
家
臣
居
住
地
記
載
が
な
さ
れ
た
「
弘
化
二
己
年
惣
着
到
」
が
、
以
上
の
よ
う
な
歴
史
的
背
景
の
な
か
で
成
立
し
た
の
で
あ
り
、
当
該
段
階

(36) 

に
お
け
る
藩
主
権
力
の
指
向
性
を
如
実
に
反
映
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

「
嘉
永
五
f
年
三
家
御
親
類
同
格
家
来
人
数
附
」
と
「
私
領
（
知
行
所
）
外
住
居
名
書
」

-402-



表 (3) 鍋島氏一門の創設一覧

家 名 家格 創設年次 備 考

鍋島直茂二男忠茂が、徳川秀忠の御側小姓役を御免となり

鹿島鍋島 三家 慶長14年 その帰国に際し，佐賀藩内での所領狭少のため藤津郡鹿島

において所領が与えられることにより成立。定米10000石。

小城鍋島 三家 元和 3年
鍋島勝茂の長男元茂に、直茂の隠居分と直茂付の傍侍83名
が与えられることによって成立。定米10363石 3斗。

白石鍋島 親類 寛永10年
勝茂の八男直弘が譜代直臣成富家の養子となり，同家知行

分を分知されて成立。知行高 1000石。

蓮池鍋島 三家 寛永16年
勝茂の五男直澄が鍋島家家督相続問題の後，分家するに至

り，成立。知行35624石 2斗。

直茂の弟小川信俊の三男でく神まし代ろ家を相続した家良 2代目の

川久保鍋島 親類 明暦元年
子常宣家に，はじめ少弐氏の後裔関家を相続した勝茂の11
男直長が明暦元年養子となって成立。

知行 11662石 7斗 5升。

鳥栖村田 親類 貞享元年
川久保鍋島家の直長の 2男茂真に，関氏の旧知行が与えら

れるとともに，新たに加増されて成立。知行 6000石。

註） 藤野保編『佐賀藩の総合研究』本編第一章第二部参照。なお，定米は，物成高と同

様の石高表示概念と考えられ，慶安 5年において，それまでの五ッ成より四ッ成に

変化した。
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1
0石
六
斗
）
・
川
久
保
鍋
島
家
（
同
四
0
0
0石
）
・
鳥
栖
村
田
家
（
同
二
四
0
0石
）
の
親
類
、
武
雄
鍋
島
家
（
同
八
六
四
0
石
）
・
多
久
家

-41) 

（
同
八
六
九
―
―
一
石
八
斗
）
．
諌
早
家
（
同
一

0
四
八
0
石
）
・
須
古
鍋
島
家
（
同
三
―
―

1
0
0石
）
の
親
類
同
格
と
い
う
上
層
家
臣
が
存
在
し
、
「
大

(42) 

配
分
」
と
呼
称
さ
れ
る
。
大
配
分
―
一
家
は
、
他
の
家
臣
を
圧
倒
す
る
物
成
高
で
比
較
的
一
円
的
な
知
行
地
を
支
配
し
、
か
つ
、
藩
主
直

属
家
臣
団
1
1

「
与
私
」
一
五
与
編
成
と
は
別
に
、
陪
臣
団
（
「
備
」
）
を
組
織
・
編
成
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
佐
賀
藩
は
領
主
権
力
交
替

(43) 

と
い
う
藩
制
成
立
の
条
件
の
な
か
で
、
い
わ
ば
大
名
ク
ラ
ス
の
上
層
家
臣
（
大
配
分
）
が
領
内
に
割
拠
し
つ
つ
独
自
に
陪
臣
団
を
編
成
す
る

と
い
う
極
め
て
特
異
な
藩
体
制
を
構
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

(44) 

と
こ
ろ
で
、
天
保
期
の
次
の
史
料
は
、
こ
れ
ら
大
配
分
領
主
層
に
対
す
る
藩
主
権
力
の
認
識
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。

（
天
保
一
．
1

年

五

月

）

（

鍋

島

勝

茂

）

．． 

一
御
仕
組
所
-
—
て
讃
談
之
内
泰
盛
院
様
、
内
老
を
立
玉
ひ
て
大
臣
の
威
権
を
抑
へ
玉
ひ
（
中
略
）
後
世
に
な
り
て
其
幣
内
老
之
下
ー
＿
執

日
御
長
出
来
、
内
監
察
も
出
来
、
屈
従
頭
も
出
来
、
内
老
と
い
へ
共
、
上
に
ハ
親
熟
す
る
事
能
わ
さ
る
勢
に
な
り
行
（
中
略
）
大
臣
ハ

只
様
尊
大
―
ー
な
り
諸
士
を
も
家
僕
の
如
く
視
、
一
向
当
下
情
を
知
ら
ず
、
ほ
り
こ
ふ
を
以
面
目
と
す
る
に
至
れ
り
、
此
病
根
を
打
破
ら

(45) 

す
し
て
ハ
、
辿
も
御
誠
意
四
方
一
＿
流
通
す
る
処
に
至
る
ま
し
杯
申
説
せ
聞
玉
ひ
尤
之
事
也
（
後
略
）

こ
れ
は
、
天
保
期
以
降
藩
主
直
正
の
側
近
と
し
て
藩
政
に
深
く
関
与
し
た
鍋
島
夏
雲
（
納
富
鍋
島
氏
、
物
成
六
0
0石
）
の
手
控
で
あ
る
。
彼

(46) 

は
そ
の
政
治
的
地
位
を
背
景
に
当
該
段
階
に
お
け
る
政
治
動
向
を
記
録
し
た
日
記
・
手
控
類
を
残
し
て
お
り
、
そ
れ
は
幕
末
期
佐
賀
藩
政

史
研
究
に
、
多
く
の
事
実
な
い
し
問
題
を
提
供
し
て
く
る
が
、
右
史
料
は
、
そ
の
よ
う
な
手
控
よ
り
の
引
用
で
あ
る
。
史
料
中
、
仕
組
所

と
は
天
保
三
年
九
月
に
従
来
の
相
続
方
の
管
轄
下
に
あ
っ
た
も
の
を
独
立
さ
せ
、
藩
政
の
最
高
責
任
者
で
あ
る
請
役
の
補
佐
役
で
あ
る
請

役
相
談
役
を
中
心
に
、
年
寄
役
・
側
頭
等
が
参
加
し
て
運
営
さ
れ
る
、
い
わ
ば
藩
政
の
最
高
合
議
機
関
で
あ
る
。
ま
た
大
臣
と
は
竜
造
寺

氏
一
門
家
臣
で
あ
る
親
類
同
格
層
、
内
老
と
は
竜
造
寺
氏
一
門
に
対
す
る
藩
屏
と
し
て
創
出
さ
れ
た
三
家
・
親
類
層
（
表
切
参
照
）
を
指
す

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
前
領
主
で
あ
る
竜
造
寺
氏
の
一
門
層
（
「
大
臣
」
）
の
「
威
権
」
を
抑
え
る
た
め
、
泰
盛
院
（
鍋

島
勝
茂
、
慶
長
＼
明
暦
期
の
佐
賀
藩
主
）
時
代
に
、
三
家
・
親
類
に
当
た
る
鍋
島
氏
一
門
（
「
内
老
」
）
が
創
設
さ
れ
た
も
の
の
、
後
に
藩
政
機
構

幕
末
期
に
お
け
る
佐
賀
藩
家
臣
団
の
構
造
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倍
末
期
に
お
け
る
伏
賀
藩
家
臣
団
の
構
造

を
送
っ
て
い
る
し
そ
の
な
か
で
、

体
制
の
確
立
に
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

（
鍋
島
几
茂
）

御
賢
慮
を
以
、
元
祖
月
堂
を
御
取
立
被
下
、
公
辺
IL

が
弊
備
さ
れ
る
に
伴
い
（
「
執
日
御
長
」
・
「
内
監
察
」
・
「
屈
従
頭
」
等
、
藩
役
力
組
織
の
成
立
）
、
む
し
ろ
内
老
か
藩
主
鍋
島
氏
に
「
親
熟
す
る

事
能
わ
さ
る
勢
」
と
な
り
、
藩
主
権
力
を
牽
制
す
る
立
場
に
い
わ
ば
転
化
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
・
大
和
三
年
に
成
立
し
た

「
三
家
格
式
」
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
独
自
の
動
き
を
示
す
よ
う
に
な
っ
た
三
家
（
二
支
藩
）
を
規
制
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

し
か
も
内
老
に
加
え
大
杓
層
も
「
只
様
尊
大
―
ー
な
り
」
藩
政
に
少
な
か
ら
ず
弊
害
を
も
た
ら
し
て
い
た
と
い
う
藩
主
権
力
の
認
識
が
吐
露

さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
内
老
・
大
臣
と
い
う
人
配
分
領
主
層
が
藩
主
権
力
に
対
し
相
対
的
独
自
性
を
有
す
る
と
い
う
状
況
ー
「
大
病
根
」

を
打
破
し
な
け
れ
ば
、
藩
主
権
力
の
「
御
誠
意
四
方

l

一
流
通
す
る
処
に
至
る
ま
し
」
と
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

幕
末
期
佐
賀
藩
に
お
け
る
政
治
的
課
題
の
ひ
と
つ
か
、
こ
れ
ら
大
配
分
領
主
層
を
包
括
し
、
「
こ
ぷ
児
御
仕
組
役
局
耳
の
申
合
二
て
ハ
、
大

(48) 

臣
始
諸
人
受
引
ネ
中
振
合
も
PJ有
之
二
付
、
中
々
三
二
家
始
被
御
引
寄
、
御
一
致

1

一
御
取
斗
相
成
方
可
然
」
と
い
う
、
い
わ
ば
共
権
的
政
冶

す
で
に
人
保
八
年
三
月
、
藩
主
権
力
は
、
従
来
大
計
分
領
主
層
が
担
当
し
て
い
た
郡
方
（
代
）
役
の
制
限
な
い
し
廃
止
の
方
針
を
打
ち
出

(49) 

し
て
い
る
。
郡
方
の
職
掌
に
つ
い
て
は
時
期
に
よ
り
変
化
し
、
代
官
と
の
閃
係
か
ら
複
雑
て
あ
り
、
従
来
の
研
究
で
必
す
し
も
明
ら
か
に

示

50)

さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
か
、
幕
末
段
階
で
は
「
御
政
事
二
相
懸
候
義
者
郡
方
、
雑
務
之
筋
者
代
官
所
」
、
つ
ま
り
年
貢
収
納
業
務
は
代
官
、

そ
れ
以
外
は
郡
代
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
農
村
支
配
の
二
重
構
造
て
は
「
打
追
両
役
相
並
居
候
而
者
、
郷
内
難
渋
者

(52) 

不
及
申
、
御
政
雑
共
不
相
＞
五
竺
と
い
う
理
巾
に
よ
り
、
郡
代
役
の
権
限
が
制
限
さ
れ
よ
う
と
し
た
の
て
あ
る
。
こ
の
方
針
の
実
施
は
翌

(53) 

天
保
九
年
八
月
に
決
定
さ
れ
た
。

(54) 

こ
れ
に
対
し
、
大
配
分
領
主
層
の
う
ち
小
城
家
当
主
鍋
島
直
尭
は
、
同
年
（
天
保
九
年
）
九
月
―
―
―

-
H付
で
、
請
役
の
鍋
島
茂
貞
へ
書
状

（

述

）

（

鍋

島

直

茂

）

（

詞

勝

茂

）

i
忽
川
小
城
郡
ガ
之
儀
、
今
史
改
血
ト
能
申
伸
候
得
共
、
日
峯
様
・
泰
盛
院
様
厚

指
出
候
節
、
私
領
地
面
之
儀
小
城
郡
之
内
而
已
二
血
過
半
御
附
属
被
成
下
候
以
来
、
定
持
ニ
ノ
、
代
々
相
勤
来
候
故
、
被
相
定
芯
候
、
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天
保
―
二
年
に
は
、
幕
府
よ
り
蓮
池
家
当
主
鍋
島
直
典
に
対
す
る
寺
社
奉
行
就
任
の
要
請
が
あ
っ
た
も
の
、

(
K保
―
二
年
ー
ニ
月
二
O
H
)

（
前
略
）
一
体
三
家
被
相
立
候
二
付
、
御
代
々
様
御
深
慮
被
為
在
候
儀
者
新
敷
不
及
申
、
就
中
、
御
番
方
―
―
付
而
者
、
三
家
之
衆
在
邑
無
之
rfn

(57) 

不
相
叶
候
慮
、
一
旦
御
家
格
於
相
勤
者
、
至
向
之
何
等
之
儀
可
致
出
来
候
哉
も
難
斗
、

池
藩
の
場
合
、
天
保
一

と
、
軍
事
的
理
由
に
よ
る
三
家
在
国
を
強
調
し
、
幕
府
よ
り
の
申
し
出
を
拒
絶
し
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
前
年
の
天
保
一

(58) 

仕
組
所
構
成
員
を
長
崎
仕
組
方
兼
帯
と
し
て
長
崎
警
備
体
制
の
強
化
が
本
格
化
し
た
時
期
に
あ
た
っ
て
お
り
、
長
崎
警
備
を
基
軸
と
し
た

三
家
（
三
支
藩
）
の
本
藩
軍
役
体
制
へ
の
包
摂
化
が
進
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
寺
社
奉
行
就
任
が
本
藩
よ
り
拒
絶
さ
れ
た
蓮

（
佐
賀

一
年
六
月
、
武
具
に
関
し
て
、
各
家
臣
に
よ
る
自
分
用
意
と
蔵
方
渡
の
調
査
が
「
長
崎
表
黒
船
来
着
之
勘
、
佐
嘉

こ。t
 郡

方
御
條
目
を
旨
と
し
て
、
猶
又
於
手
前
も
掟
等
相
立
、

0

此
節
御
改
正
孟
、
郡
方
勤
向
之
内
、
過
半
御
引
上
、
代
官
支
配
相
成
候
而
者
‘
於
内
輪
彼
是
差
支
向
々
私
領
方
支
配
行
届
兼
候
通
ー
一
茂

可
移
行
教
と
甚
以
当
惑

と
述
べ
、
川
郡
方
が
小
城
家
創
設
以
来
仰
せ
付
け
ら
れ
、
郡
方
條
目
を
基
本
と
し
て
自
ら
の
法
令
を
定
め
て
い
た
こ
と
、
国
従
っ
て
郡
方

•••••• 

権
限
の
制
限
が
実
施
さ
れ
れ
ば
私
領
（
大
配
分
領
）
支
配
が
困
難
な
こ
と
等
を
主
張
し
て
い
る
。
い
わ
ば
大
配
分
の
論
理
を
展
開
し
て
い
る

の
で
あ
り
、
郡
方
の
制
限
は
単
に
農
政
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
大
配
分
領
主
層
が
領
内
に
割
拠
す
る
と
い
う
藩
体
制
の
本
質
に
か
か
わ

る
問
題
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

大
配
分
領
主
層
に
よ
る
郡
方
は
そ
の
後
も
存
続
す
る
も
の
の
、
大
配
分
領
主
に
対
す
る
藩
主
権
力
へ
の
一
元
化
政
策
は
、
と
く
に
本
支

(55) 

藩
関
係
通
じ
て
推
進
さ
れ
た
。

す
な
わ
ち
、
郡
方
制
限
の
方
針
が
打
ち
出
さ
れ
た
ニ
ヶ
月
後
の
天
保
八
年
一

0
月
、
「
三
家
私
領
始
、
大
小
之
配
分
共
、
一
般
荒
凶
之
備
、

(56) 

成
丈
御
蔵
人
見
合
を
以
相
整
候
様
」
と
、
蔵
入
地
に
準
拠
し
て
、
小
配
分
（
一
般
家
臣
の
知
行
地
）
と
と
も
に
大
配
分
に
も
備
米
が
指
示
さ
れ

幕
末
期
に
お
け
る
佐
賀
藩
家
臣
団
の
構
造

一
年
五
月
、
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幕
末
期
に
お
け
る
佐
賀
藩
家
臣
団
の
構
造

本

藩

）

（

59）

表

E
一
左
右
次
第
御
出
勢
被
差
出
候
御
仕
組
」
の
一
環
と
し
て
実
施
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
弘
化
三
年
八
月
六
日
お
よ
ぴ
―
一
月
二
二
日
に
相
次
い
で
一
云
一
家
に
よ
る
在
所
（
所
領
1
1

知
行
地
）
で
の
「
寄
合
」
が
禁
止
さ
れ
、

(60) 

「
御
城
下
表
一
面
御
出
会
」
が
強
制
さ
れ
た
。
こ
れ
と
相
前
後
し
て
、
す
で
に
天
保
七
年
に
願
い
出
さ
れ
て
い
た
小
城
家
に
よ
る
城
主
格
申

請
の
再
願
が
、
八
月
二
七
日
本
藩
よ
り
却
下
さ
れ
る
に
至
る
。
そ
の
理
由
は
「
古
来

5
御
国
家
固
、
其
外
厳
菫
之
御
格
式
被
相
定
岡
、
御

(61) 

公
私
之
御
仕
成
等
、
他
之
本
末
と
者
訳
品
相
送
候
付
（
中
略
）
重
而
被
相
願
候
共
、
議
義
之
道
無
之
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
佐
賀
藩
に
お
け

る
本
支
藩
関
係
が
他
藩
に
お
け
る
そ
れ
と
は
相
違
す
る
と
い
う
藩
主
権
力
の
認
識
が
明
白
で
あ
る
。
嘉
永
元
年
二
月
、
鹿
島
藩
内
澄
分
停

(62) 

止
を
本
藩
が
幕
府
へ
願
い
出
た
こ
と
、
あ
る
い
は
同
年
九
月
、
本
藩
に
よ
る
戸
籍
作
成
が
小
城
・
蓮
池
両
藩
に
強
制
さ
れ
、
こ
れ
に
対
し

(63) 

て
両
藩
主
が
連
署
に
て
反
対
し
た
こ
と
等
は
、
本
藩
の
三
支
藩
に
対
す
る
認
識
の
具
体
化
を
示
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

．．．．．．． 

こ
の
よ
う
に
し
て
、
い
わ
ば
大
配
分
領
主
層
の
頂
点
に
位
置
す
る
三
家
（
三
支
藩
）
が
、
藩
主
権
力
の
論
理
に
よ
り
、
そ
の
内
部
に
改
め

(64) 

以
上
の
過
程
の
上
に
、
嘉
永
四
年
七
月
大
配
分
領
主
層
に
よ
る
郡
方
が
廃
止
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
大
配
分
領
主
層
が
比
較
的
自
立

性
を
保
持
し
な
が
ら
領
内
に
割
拠
す
る
と
い
う
従
来
の
藩
体
制
が
変
容
す
る
重
要
な
画
期
と
な
っ
た
。
こ
れ
を
藩
家
臣
団
の
観
点
よ
り
み

れ
ば
、
大
配
分
領
主
層
が
独
自
に
編
成
し
て
い
た
「
備
」
に
対
す
る
藩
主
権
力
の
直
接
掌
握
の
契
機
と
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

そ
こ
で
、
ま
ず
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
大
配
分
領
主
に
よ
る
郡
方
が
廃
止
さ
れ
た
五
ヶ
月
後
に
あ
た
る
嘉
永
四
年
―
二
月
―

1
0
日
、
次

の
よ
う
に
令
せ
ら
れ
こ
と
で
あ
る
。

（
嘉
永
四
年
―
二
月
二

O
H
)

一
、
三
家
始
諸
家
来
之
義
、
兼
而
御
自
領
御
筒
打
被
相
部
義
二
付
、
御
火
術
方
人
門
抱
術
稽
古
い
た
し
候
様
、
被
思
召
候
、
依
之
右
之
段

(65) 

其
筋
相
逹
相
成
候
通
、
役
々

u相
達
候
様

(66) 

史
料
中
に
み
え
る
「
家
来
」
と
は
、
佐
賀
藩
の
場
合
陪
臣
を
意
味
し
、
「
三
家
始
諸
家
来
」
と
は
、
三
家
を
初
め
親
類
、
親
類
同
格
の
陪
臣

団
（
家
臣
団
）
、
す
な
わ
ち
「
備
」
編
成
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
大
配
分
領
主
層
の
陪
臣
団
は
、
従
来
「
御
自
領
御
筒
打
」

て
位
置
づ
け
ら
れ
た
と
い
え
よ
う
。
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仕
十
一
月

凡
例

御
私
領
外
Ir
被
官
召
抱
居
候
人
々
、
来
ル
十
三
日
迄
之
内
、
左
一
＿
書
載
之
通
可
被
差
出
候
、
此
段
御
与
々
無
洩
可
被
相
触
候
、
以
上

何
郡
何
郷
何
村

右
之
通
請
役
所

5
被
相
達
候
間
、
急
速
此
も
の
―
-rfn
為
御
知
可
被
成
候
、
已
上

何

某

何
之
何
某
被
官

相
談
人

請
役
所
逹

給
末
期
に
お
け
る
佐
賀
藩
家
臣
団
の
構
造

(67)

（

68) 

に
専
念
し
て
い
た
が
、
以
後
、
藩
の
西
洋
銃
砲
の
研
究
・
調
練
組
織
で
あ
る
火
術
方
へ
の
人
門
と
砲
術
稽
古
が
命
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

い
わ
ば
「
備
」
編
成
が
火
術
方
人
門
を
通
じ
て
限
定
づ
き
な
が
ら
、
「
与
私
」
編
成
へ
組
み
入
れ
ら
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

翌
嘉
永
五
年
一

0
月
に
作
成
さ
れ
た
「
嘉
永
五
f
年
三
家
御
親
類
同
格
家
来
人
数
附
」
は
、
以
上
の
よ
う
な
経
緯
の
な
か
で
作
成
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
小
城
・
蓮
池
・
鹿
島
の
三
家
、
白
石
鍋
島
・
川
久
保
鍋
島
・
久
保
田
村
田
・
鳥
栖
村
田
の
親
類
、
武
雄
鍋
島
・
多

久
・
諌
早
・
須
古
鍋
島
の
親
類
同
格
と
い
う
大
配
分
領
主
層
の
陪
臣
団
1
1

「
備
」
編
成
に
つ
い
て
、
階
層
別
に
全
人
数
を
綱
羅
し
た
も
の

で
あ
る
。
郡
方
の
廃
止
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
、
藩
主
権
力
に
よ
る
大
配
分
領
主
層
を
対
象
と
し
た
集
権
化
政
策
が
推
進
さ
れ
る
な
か
で
、

家
臣
名
こ
そ
記
載
さ
れ
な
い
も
の
の
、
「
備
」
編
成
が
一
括
掌
握
さ
れ
た
こ
と
は
特
筆
に
値
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
藩
主
権
力
に

(69) 

よ
る
「
備
」
編
成
の
家
臣
団
分
限
帳
作
成
は
前
例
が
な
く
、
い
わ
ば
幕
末
期
に
成
立
し
た
新
「
分
限
帳
」
と
い
え
る
。

一
月
に
は
、
「
備
」
編
成
家
臣
団
の
居
住
地
調
査
が
実
施
さ
れ
た
。

さ
ら
に
、
翌
嘉
永
六
年
一

（
嘉
｀
水
ハ
年
．
．
 

jI）
 

嘉
永
六
年
丑
十
一
月
、
御
私
領
外
へ
被
官
召
抱
居
候
者
ハ
、
其
段
同
月
十
三
日
迄
之
内
、
佐
嘉

5
被
相
達
、
此
御
方
請
役
所

B
左
二
凡

例
之
通
書
載
、
右
同
月
同
日
迄
之
内
、
差
出
候
様
、
達
娠
与
々
へ
被
差
出
候
ー
一
付
、
与
扱
迄
及
書
通
候
事
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幕
未
期
に
お
け
る
佐
賀
藩
家
臣
団
の
構
造

仕
十
一
月
七
日

こ
の
史
料
は
、
私
領
（
大
配
分
領
）
外
に
て
召
抱
え
ら
れ
た
被
官
居
住
地
の
調
査
が
、
佐
賀
本
藩
請
役
所
よ
り
嘉
永
六
年
―
一
月
蓮
池
藩
に

命
じ
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
蓮
池
藩
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
時
期
、
他
の
大
配
分
領
主
に
対
し
て
も
同
様
の
調
査
命
令
が
通
達
さ

れ
た
こ
と
は
、
史
料
内
容
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
家
臣
が
召
抱
え
る
陪
臣
は
、
被
官
を
初
め
と
し
家
臣
知
行
地
外
に
居

住
す
る
者
が
多
数
み
ら
れ
、
大
配
分
領
主
の
家
臣
（
「
備
」
構
成
者
、
藩
主
と
の
関
係
で
は
陪
臣
）
で
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
知

行
地
（
私
領
1
1
大
配
分
領
）
外
居
住
の
陪
臣
に
つ
い
て
、
藩
主
権
力
に
よ
る
一
斉
調
査
が
実
施
さ
れ
た
わ
け
で
あ
り
、
そ
の
調
査
結
果
は
、

「
三
家
家
米
私
領
外
住
居
名
書
」
・
「
御
親
類
家
来
私
領
外
住
居
名
書
」
・
「
同
格
家
来
私
領
外
住
居
名
書
」
お
よ
び
「
御
家
老
家
来
知
行

(11) 

所
外
住
居
名
書
」
と
し
て
整
理
・
記
録
さ
れ
た
。
前
三
者
は
改
め
て
言
及
す
る
ま
で
も
な
く
、
三
家
・
親
類
・
親
類
同
格
等
の
大
配
分
領

(12) 

主
層
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
最
後
の
記
録
は
格
制
的
に
親
類
同
格
の
次
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
家
老
の
陪
臣
団
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
大
配
分
領
主
層
の
知
行
地
が
「
私
領
」
と
明
記
さ
れ
る
の
に
対
し
、
家
老
層
の
そ
れ
が
単
に
「
知
行
所
」
と
呼
称
さ
れ
て
お
り
、

前
者
（
大
配
分
）
と
後
者
（
小
配
分
）
の
知
行
地
が
質
的
相
違
を
内
包
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
大
配
分
領
主
層
に
対
す
る
藩
主
権
力
の
一
元
化
（
集
権
化
）
政
策
の
一
環
と
し
て
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
前
提
と

し
な
が
ら
、
「
備
」
編
成
に
対
す
る
直
接
掌
握
の
方
針
が
明
確
化
し
、
「
備
」
の
全
体
構
成
を
示
す
「
嘉
永
五
子
年
―
―
一
家
御
親
類
同
格
家
来
人

数
附
」
さ
ら
に
私
領
（
知
行
地
）
外
居
住
の
陪
臣
に
関
す
る
諸
記
録
等
の
新
「
分
限
帳
」
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。

幕
末
期
家
臣
団
の
構
造

藉
藩
領
主
が
有
す
る
家
臣
団
の
本
質
は
軍
事
力
を
構
成
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
ら
封
建
家
臣
団
の
掌
握
が
幕
藩
領
主
を
封
建
領
主
た

ら
し
め
る
ひ
と
つ
の
要
件
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
藩
家
臣
団
の
場
合
そ
の
全
容
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
と
く
に

(10) 

組
扱
中
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(1) 

と
こ
ろ
が
、
前
節
で
み
た
き
た
よ
う
に
佐
賀
藩
に
お
い
て
は
天
保
期
以
降
、
蕩
軍
事
力
の
強
化
あ
る
い
は
藩
主
権
力
の
集
権
化
政
策
の

一
環
と
し
て
、
従
来
み
ら
れ
な
か
っ
た
数
種
の
新
「
分
限
帳
」
が
作
成
さ
れ
る
に
至
る
。
す
な
わ
ち
、
各
「
与
私
」
の
全
構
成
員
の
み
な

ら
ず
そ
の
居
住
地
を
も
付
記
し
た
「
弘
化
二
已
年
惣
着
到
」
、
「
備
」
編
成
の
全
容
を
明
ら
か
に
し
た
「
嘉
永
五
子
年
―
-
＿
家
御
親
類
同
格
家
来
人

数
附
」
お
よ
び
「
備
」
を
初
め
と
す
る
上
層
家
臣
の
各
陪
臣
団
居
住
地
の
記
録
で
あ
る
「
私
領
（
知
行
所
）
外
住
居
名
書
」
（
嘉
永
六
年
調
査
）

が
そ
れ
に
当
た
る
。
こ
れ
ら
幕
末
期
に
作
成
さ
れ
た
新
「
分
限
帳
」
は
、
い
わ
ば
藩
主
権
力
に
よ
る
家
臣
団
（
陪
臣
団
）
の
実
態
調
査
の
結

果
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
年
代
的
に
限
定
（
幕
末
期
）
さ
れ
る
と
い
う
制
約
が
あ
る
も
の
の
、
佐
賀
藩
家
臣
団
の
全
体
構
成
を
示
す
唯
一
の

資
料
（
デ
ー
タ
）
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
本
節
で
は
弘
化
二
年
よ
り
嘉
永
六
年
に
か
け
て
調
査
・
記
録
さ
れ
た
以
上
の
新
「
分
限
帳
」
お

よ
び
そ
れ
ら
の
資
料
を
基
礎
に
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
「
安
政
初
年
調
御
領
中
明
細
録
」
所
収
の
「
直
管
藩
兵
十
六
組
」
等
の
検
討

を
通
じ
、
藩
家
臣
団
の
全
体
構
成
お
よ
び
家
臣
在
郷
制
の
実
態
に
つ
い
て
解
明
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

藩
家
臣
団
の
全
体
構
成

佐
賀
藩
家
臣
団
が
「
与
私
」
と
「
備
」
と
い
う
二
元
的
編
成
形
態
を
と
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
通
り
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、

(13) 

藩
主
直
属
家
臣
団
（
「
与
私
」
）
の
構
成
や
軍
役
負
担
方
式
お
よ
び
そ
の
変
遷
等
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
検
討
を
試
み
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は

弘
化
＼
安
政
期
の
実
態
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

表
り
は
、
弘
化
二
年
段
階
に
お
け
る
「
与
私
」
編
成
を
一
覧
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
与
私
」
編
成
は
寛
永

S
明
暦
期
に
一
五
与
編
成
と

が
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
あ
る
。

佐
賀
藩
の
よ
う
に
藩
家
臣
団
が
二
元
的
編
成
（
「
与
私
」
と
「
備
」
）
を
と
り
、
し
か
も
複
雑
な
陪
臣
構
造
を
と
る
藩
に
お
い
て
は
、
そ
の
作

業
は
著
し
く
困
難
で
あ
る
。
そ
の
原
因
は
、
第
一
に
各
種
の
分
限
帳
が
作
成
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
藩
家
臣
団
の
全
体
構
成
を

示
し
た
分
限
帳
が
存
在
し
な
い
こ
と
、
第
二
に
各
種
の
分
限
帳
の
い
ず
れ
に
も
家
臣
が
召
抱
え
る
陪
臣
団
の
総
体
（
人
数
・
名
書
・
石
高
等
）

幕
末
期
に
お
け
る
佐
賀
藩
家
臣
団
の
構
造
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表 (4) 弘化2年「与私」一覧

御徒 足 軽
与私（大与頭の物成高） 侍 手明鑓 新御徒 長柄鑓

そ の 他 計
鉄砲 弓 昇・副筒 大筒

人 人 人 人 人 人 人 人
鍋島主水(3000石） 111 82 122 73 32 36 456 

鍋島弥平左術門(2500石） 61 37 190 155 108 45 45 諸職人55人，船手302人 998 

鍋 島弥六郎(2400石） 119 77 114 75 31 37 赤司寄合38人 491 

鍋島周防(2000石） 117 49 105 73 30 33 407 

鍋島志摩(1900石） 120 63 124 68 34 34 443 

鍋島播摩(1700石） 66 46 138 154 105 49 47 大蝦工冶棟15梁人2，船1人手，297人 938 

鍋島左太夫(600石） 122 48 75 75 31 40 
諸職人6人、馬渡礼太夫

391 
成富十右衛門(600石） 178 104 95 38 26 33 支配足軽169人 649 

鍋島市佑(600石） 68 57 78 41 36 小道具之者68人 348 

岡部杢之助(500石） 123 43 117 38 28 ~ 34 383 
石井勘解由(500石） 88 123 99 30 28 34 402 

坂部又右衛門(400石） 176 118 100 35 25 34 488 
大 木主斗(310石） 110 62 114 72 I 29 34 421 

深江六左衛門(300石） 92 47 118 76 24 32 389 

鍋島隼人(270石） 68 50 74 40 34 小道具之者 73人 339 

1,619 1,006 328 1,644 947 412 70 473 1,020人 7. 519 

|
I
I
V
|
 

註） 「弘化二已年惣着到」より作成。

諜呆臣辺母お心辻誕遡悩正回Q睾迎！



幕
末
期
に
お
け
る
佐
賀
藩
家
臣
団
の
構
造

(74) 

し
て
整
備
・
定
着
し
、
そ
の
後
藩
政
中
後
期
を
通
じ
て
大
き
な
変
化
は
み
ら
れ
ず
、
弘
化
二
年
段
階
で
も
一
五
与
編
成
が
堅
持
さ
れ
て
い

(75) 

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
各
「
与
私
」
は
大
与
頭
と
呼
ば
れ
る
物
成
―
―

1
0
0
0石
＼
二
七

0
石
の
上
・
中
級
家
臣
に
統
率
さ
れ
、
侍
・
手
明

(76) 

鑓
・
御
徒
（
新
御
徒
）
お
よ
び
足
軽
（
鉄
砲
・
弓
等
）
よ
り
基
本
的
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
赤
司
寄
合
や
「
馬
渡
礼
太
夫
支
配
足
軽
」

等
の
特
殊
な
家
臣
団
、
大
工
棟
梁
・
鍛
冶
を
含
む
職
人
集
団
、
あ
る
い
は
小
道
具
・
船
手
等
々
が
各
「
与
私
」
に
所
属
し
て
い
た
。
侍
を

除
く
下
層
家
臣
（
切
米
取
）
は
、
階
層
別
に
い
わ
ば
小
「
与
」
を
形
成
し
て
お
り
、
侍
層
が
そ
の
与
頭
（
物
頭
・
小
与
頭
）
を
担
当
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
各
「
与
私
」
は
侍
層
と
、
切
米
取
の
下
層
家
臣
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
小
「
与
」
よ
り
編
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
「
与
私
」
一

五
与
編
成
の
総
家
臣
数
は
七
五
一
九
人
と
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
各
「
与
私
」
は
こ
れ
ら
直
臣
層
の
み
な
ら
ず
、
各
家
臣
が
召
抱
え
る
陪
臣
層
を
内
包
し
た
編
成
形
態
で
あ
り
、
「
与
私
」
の

(77)

（

78) 

私
と
は
、
陪
臣
層
を
示
す
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
点
で
、
安
政
初
年
調
査
「
御
領
中
明
細
録
」
所
収
の
「
直
管
藩
兵
十
六
組
」
は
、

(79)

（

80) 

「
与
私
」
構
成
者
に
つ
い
て
、
直
臣
数
に
と
ど
ま
ら
ず
、
陪
臣
数
を
「
家
老
六
人
陪
従
者
」
と
「
着
座
侍
平
士
陪
従
者
」
と
し
て
掲
げ
て
い

る
点
で
、
弘
化
S
嘉
永
期
に
実
施
さ
れ
た
藩
家
臣
団
の
実
態
調
査
が
さ
ら
に
進
展
し
、
直
臣
団
の
陪
臣
調
査
に
ま
で
至
っ
て
い
た
こ
と
を

物
語
っ
て
い
る
。
表
①
は
、
こ
の
「
御
領
中
明
細
録
」
に
よ
り
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

表
中
の
区
分
は
、
「
与
私
」
の
構
造
を
踏
ま
え
て
筆
者
が
設
け
た
も
の
で
あ
り
、
階
層
欄
は
史
料
名
に
従
っ
て
い
る
。
こ
の
表
に
よ
り

「
与
私
」
の
構
成
に
つ
い
て
補
足
を
加
え
な
が
ら
、
陪
臣
を
も
含
め
た
直
臣
団
の
総
体
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

佐
賀
藩
直
轄
軍
事
力
1
1

「
与
私
」
編
成
は
、
侍
・
下
層
切
米
取
の
直
臣
層
と
そ
れ
ら
が
召
抱
え
る
陪
臣
層
に
区
別
さ
れ
る
。
侍
層
は
「
与

(81) 

私
」
を
統
率
す
る
大
与
頭
、
手
明
鑓
や
各
足
軽
よ
り
成
る
小
「
与
」
を
管
轄
す
る
与
頭
（
物
頭
）
、
医
師
を
含
む
平
士
等
よ
り
構
成
さ
れ
る
。

(82) 

与
頭
は
平
士
屈
よ
り
選
抜
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
侍
層
の
総
数
は
一
四
―

10人
で
あ
る
。
各
「
与
私
」
内
で
小
「
与
」
を
構
成
し
て
い
た
下
層

切
米
取
の
中
心
は
手
明
鑓
、
御
徒
、
足
軽
等
の
戦
闘
集
団
で
あ
る
が
、
他
に
船
手
（
御
船
頭
・
水
夫
）
や
職
人
集
団
が
加
わ
っ
て
い
る
。
こ

れ
ら
下
屈
切
米
取
の
総
数
は
四
五
五
九
人
で
、
侍
層
の
三
・
ニ
倍
に
相
当
す
る
。
侍
層
と
下
層
切
米
取
を
合
算
し
た
直
臣
総
数
は
五
九
七
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幕
末
期
に
お
け
る
佐
賀
藩
家
臣
団
の
構
造

表（ 5) 幕末期における佐賀藩直轄軍事力 （安政初年）①

区分 階 層 人 数

i 家老大組頭 6 人 人 人

着座大組頭 19 

手 明 鑓 頭 29 

与 船 奉 汀/一 2 

赤 司 頭 1 

侍
御 徒 頭 4 

直
新 御 徒 頭 2 1,418 

足 軽 頭 96 (1,420) 

頭 小 道 具 頭 4 

職 人 頭 2 

塁
平 士 1, 177 

医 師 78 

5,978(3) 

千 明 鑓 883 (5,979) 

赤 司 30 く37.2%) 

下 御 徒（新・旧） 195 

御船頭水夫 525 
層 一孤御歩行 84 

臣

切
小 道 具 99 

大 工 棟 ＊ 沙g、 29 4, 560(2) 

米 蝦 冶 10 (4,559) 

諸職人（石エ其外） 39 

取 七 石 坊 主 若干

瓦 師 1 

足 軽 2,664 

悶
家老 六 人 陪 従 者 1,644 (10, 073) 

着座侍平士陪従者 8,429 く 62.8 %>  

総 計 (16, 052人） ＜100%> 

註） ①「安政初年御領中明細録」（「鍋島家文庫」＜佐賀県立図書館

蔵＞）より作成。なお（ ）内の数値は筆者計算であことを

ホす。②「七石坊主」の若干名を含まない0 (3)「但、ン，従者ナ

シニ本人ノミ」。
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一
方
、
家
老
・
着
座
お
よ
び
一
般
平
士
層
が
召
抱
え
る
陪
臣
は
、
合
わ
せ
て
一

0
0七
三
人
と
な
る
。
こ
れ
は
、
表
中
の
直
臣
と
陪
臣

と
を
合
算
し
た
家
臣
総
数
一
六

0
五
二
人
の
六
ニ
・
八
％
に
当
た
る
。
藩
政
初
中
期
（
寛
永
＼
元
禄
）
段
階
で
、
各
「
与
私
」
中
の
陪
臣
比

(84)

（

85) 

率
は
六

0
＼
七

0
%台
で
あ
り
、
絡
末
期
に
お
い
て
も
、
ほ
ぼ
同
比
率
の
陪
臣
が
「
与
私
」
内
に
編
成
さ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

な
お
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
侍
層
の
石
高
（
物
成
高
）
別
構
成
に
つ
い
て
は
前
掲
表
り
に
よ
り
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
藩
政
初
中
期
に
比
較

し
て
五

0
石
未
満
層
の
増
加
が
注
目
さ
れ
、
―
二
五
七
人
中
、
九
三
九
人
、
比
率
に
し
て
七
四
P

七
％
を
占
め
る
に
至
っ
て
お
り
、

が
切
米
取
・
扶
持
取
層
の
増
加
に
よ
っ
て
い
た
こ
と
は
先
述
し
た
通
り
で
あ
る
。

以
上
、
「
与
私
」
の
編
成
と
構
成
お
よ
び
陪
臣
を
も
含
め
た
家
臣
総
数
に
つ
い
て
検
証
し
て
き
た
。
次
に
「
備
」
編
成
の
分
析
に
移
ろ
う
。

「
備
」
編
成
と
は
先
述
し
た
よ
う
に
、
三
家
・
親
類
・
親
類
同
格
等
の
大
配
分
領
主
層
が
編
成
す
る
陪
臣
団
組
織
の
こ
と
で
あ
る
。
図
(

は
「
嘉
永
五
f
年
三
家
御
親
類
同
格
家
来
人
数
附
」
を
基
本
と
し
、
そ
れ
に
一
二
家
・
親
類
・
親
類
同
格
の
各
「
私
領
外
住
居
名
書
」
よ
り
確

認
さ
れ
る
階
層
を
対
応
さ
せ
、
各
家
に
お
け
る
陪
臣
団
の
階
層
構
成
の
復
元
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
実
線
(
|
)
は
、
両
分
限
蜆
で
認

め
ら
れ
る
階
層
の
対
応
関
係
を
示
す
。
ま
た
、
私
領
外
住
居
名
書
に
の
み
確
認
さ
れ
る
階
層
に
つ
い
て
は
破
線
(

V

)

を
附
し
、
嘉
永
五

年
欄
に
括
弧
付
で
加
え
た
。
例
え
ば
小
城
家
の
場
合
、
「
嘉
永
五
子
年
三
家
御
親
類
同
格
家
来
人
数
附
」
に
お
い
て
知
ら
れ
る
の
は
親
類
以

下
一
九
階
層
で
あ
り
、
「
三
家
家
来
私
領
外
住
居
名
書
」
で
は
侍
以
下
五
階
層
が
存
在
し
、

係
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
但
し
、
家
来
被
官
は
「
嘉
永
五
子
年
―
―
一
家
御
親
類
同
格
家
来
人
数
附
」
に
み
え
な
い
が
、
嘉
永
五
年
欄

(86)

（

87) 

に
加
え
る
。
以
上
の
よ
う
な
図
不
方
式
に
よ
り
図
（
は
作
成
し
て
い
る
。

図
（
よ
り
第
一
に
確
認
さ
れ
る
こ
と
は
、
各
大
配
分
領
主
層
が
編
成
し
て
い
た
陪
臣
団
階
層
は
け
っ
し
て
同
一
で
は
な
く
、
そ
の
多
様

性
が
指
摘
さ
れ
る
も
の
の
、
親
類
・
家
老
層
、
番
頭
・
組
頭
層
、
侍
通
・
平
士
層
、
手
明
鑓
・
仲
小
姓
・
歩
行
・
足
軽
等
の
下
層
家
臣
層
、

船
手
（
射
子
）
層
、
諸
職
人
等
の
非
戦
闘
集
団
と
い
う
よ
う
に
、
「
与
私
」

1
1

藩
主
直
属
家
臣
団
の
階
層
構
成
に
極
め
て
似
て
い
る
こ
と
で

福
末
期
に
お
け
る
佐
賀
藩
家
臣
団
の
構
造

(83) 

九
人
で
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
実
線
で
図
示
し
た
よ
う
な
対
応
関

そ
れ
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図(1) 「備」編成における陪臣団の階層構成復元図（嘉永 5年）

小 城 蓮 池 鹿 島 白 石 鍋 島 川久 保 鍋 島 久保田村田

（私領外什居名書） （嘉永 5年） （私領外住居名書） （嘉永 5年） （私領外住居名書

侍通三［」：ニニロニ
医 師寄合 寄 合

茶 道足軽 足 軽

副 士通 副 士 小道具
徒 士新 小 道 具 二 小 道 貝 組

［］言］――

足軽｀！冒［｀ ［冒］
船役者-＝二ご

船役者

船子

『）（嘉永 5年） （私領外住居名書） （嘉永 5年） （私領外住居名書） （嘉永 5年） （私領外住居名書） （嘉氷 5年）

一親 類

米、`乗付

類 家 老

来くニミ大 組侍

頭

＿家 老
家

老
家

来 ＜：：

馬 通 家 頭

一番 頭 通 顕
-、ヽ侍 侍 通 中小姓 中 小 姓

-｛中 小 姓 中小姓 中 小 姓 隠 居—----....（屈 居） 歩 ,汀- 歩 行

ー鉄砲歩行 歩 行歩 行 歩 行歩 行 国---->（被 官）

小 道 六目 こ三― 孤 陸 直----→（被 官） 足 軽 足 軽

足 軽 足軽 ［被 官I足 軽 足 軽

-I被 官l 孤陸 足 軽

小道具二＞＜：黒 鍬

黒鍬 小 道 具

家来被官・--•--（家来被官） （家来被官）／親類家中井
家中被官·----• .（親家類中家被中井官） （家中被官） 家来内被官ーーー►c家来内被官） （家来被官）

註） 「嘉永五千年三家御親類同格家来人数附J•「三家家来私領外住居名書」・「御菜瞑類家来私領外住居名吉」・「同格家来私領外住居名書J より作成。

烏 栖 村 田 武 雄 鍋 島

（私領外住居名書） （嘉永 5年） （私領外住居名書） （嘉永 5年）三家馬乗を通． 
家 老

家来＜三□馬乗通
家 来着座 平士

着座医師 中小姓—----..（中小姓）

侍 通 歩 行

仲小姓 （中小姓） 足 軽

歩 行 歩 行 船 手船 手

足 軽 足 軽 諸 職 人
； 

（家来被官） （家来被官）

多 久 諌 早
•— 

（私領外住居名書）（嘉永 5年） （私領外住居名書）（嘉永 5

家 老

旦
馬乗通

侍

I 無足被官 1---~ （無足被官） 家
目

歩行歩行

I被 官I-----► （被 官）

峨人歩行ーーー職人歩行歩 行 歩行且

足軽 足 軽山足軽 山足軽鉄姐

船 手 小道具—---->（小 逍

匿一ー→（被

！ 

（家来被官） （家来籾

須古鍋島

年） （私領外住居名書）（嘉永 5年）

＜ 類 家来

老家 来 乗馬通

頭 平士

通歩行歩 行

礼足 軽ー~足 軽

侍日［口］―-一→ （被官）

軽 船手

之者

貝）

官）

官）i 家来被宮—__...（家来被官）



表（ 6) 鹿島支藩における家臣団構成（安政 5年）

幕末期における佐賀藩家臣団の構造

大 組 番頭侍 （内悴） 組 階層 （内悴）

仲被歩小姓行官
23 (（3) ） 

嬉野良四郎組 25 4 
1 

久布白繁雄組 仲歩被小行官姓
20 (3) 
14 
2 

鍋島（親左類近） 組 ｛ 番 頭 4 愛野六右衛門組 歩被 19 官―-T 23 1 ((16) ) 

侍 34(8) 

高松九郎右衛門預組 被小道具官 13 
39 (1) 

川原新之允組 足軽 20 

西岡作右衛門預組 足軽 15 

相浦清兵衛組 足軽 20 

不 詳 仲被小姓官 32 (7) 
3 

仲被歩小姓汀官,9一
31 (（8) ） 

田中（家大老炊） 組 ｛番頭4
田中 組 14 2 

6 
侍 40(3) 

渡辺藤左衛門組 被歩 ィ官9 丁- 21 (6) 
8 

西岡作右衛門組 足軽 20 

不 詳 被仲小官姓 33 (6) 
4 

高松九郎右衛門組 歩被 ィ／官丁一 22 (6) 
6 

｛番頭6(2) 
山崎七郎左衛門組 足軽 20 

侍 29(10) 
並木平左衛門預組 足軽 15 

同 上 足軽 20 

並木平左衛門組 足軽 20 

長崎（家大老学） 組 被仲歩小n官姓ノー

33 ｛ (IO) 
侍 7 (2) 8 2） ) 

26 2 

相良三（家郎兵老衛）預組 仲被歩小官姓行
30 (（8) ） 

侍 14 (4) 21 5 ， 
仲歩被小行姓官

12 (（2) ） 
同 上 侍 8 (2) 15 1 

1 

註） 「安政五年家中着到」より作成。
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図
川
よ
り
第
一
に
指
摘
で
き
る
こ
と
は
、
各
大
配
分
領
主
層
に
お
け
る
被
官
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
私
領
外
住

居
名
書
」
に
お
い
て
被
官
屈
（
「
被
官
」
・
「
被
官
組
」
・
「
無
足
被
官
」
）
か
明
記
さ
れ
る
も
の
の
、
「
嘉
永
五
年
エ
一
一
家
御
親
類
同
格
家
来
人

数
附
」
で
は
確
品
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
、
川
久
保
鍋
島
、
久
保
田
村
田
、
多
久
、
諌
早
、
頃
古
鍋
島
等
が
そ
れ
に
該
当
す
る
。
こ
の
こ

と
は
、
各
大
配
分
領
主
層
の
陪
臣
団
に
お
い
て
被
官
の
性
格
が
他
の
陪
に
と
は
著
し
く
相
違
し
て
い
た
こ
と
を
ホ
す
も
の
で
あ
り
、
被
官

か
「
備
」
の
構
成
員
ー
大
配
分
領

t
の
家
臣
と
し
て
、
い
わ
ば
極
め
て
小
安
定
な
存
在
て
あ
っ
た
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。
分
限
帳
に
よ
り
、

(88) 

被
官
層
記
載
の
相
違
か
み
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
微
妙
で
不
安
定
な
性
格
を
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

よ
う
。

図(21 「備」編成と

「与私」編成

註） 「備」編成に
ついては鹿島支藩
を素材として作成

あ
る
。
こ
れ
は
「
備
」
編
成
が
「
与
私
」
と
同
様
の
構
造
を
有
し
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
ウ
安
政
五
年
段
階
に
お
け
る
鹿
島
支
油

の
家
臣
団
に
つ
い
て
ホ
し
た
表
（
に
よ
り
、
こ
の
こ
と
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

ま
ず
、
こ
の
「
備
」
編
成

(11
鹿
島
支
藩
家
臣
団
）
が
五
大
組
よ
り
成
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
親
類
・
家
老
等
の

l
層
家
臣
か
統

率
し
て
い
た
。
各
大
組
に
は
数
人
＼
数
卜
人
の
侍
が
所
属
す
る
と
と
も
に
、
仲
小
姓
・
歩
行
・
足
軽
・
被
官
等
の
下
屈
家
臣
に
よ
り
構
成

さ
れ
る
組
を
内
包
し
て
い
た
。
こ
の
組
は
番
頑
と
称
さ
れ
る
特
に
よ
り
統
率
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
備
」
編
成
は
、
い
く
つ
か
の
人
組

お
よ
び
そ
れ
に
内
包
さ
れ
る
下
層
家
匝
の
組
よ
り
構
成
さ
れ
、
図
（
に
み
る
よ
う
に
、
「
与
私
」
と
対
応
す
る
構
造
を
呈
し
て
い
た
の
て
あ

る
。
従
っ
て
、
「
備
」
の
各
階
層
構
成
が
多
様
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
示
し
つ
つ
も
、
「
与
私
」
と
似
て
い
た
こ
と
は
む
し
ろ
当
然
と
い
え

「
与
私
」
編
成
1
1

「

与

私

」

大

与

頭

与

頑

侍

下

層

切

米

取

（

小

「

与

」

）

↓
 

↑

↑

↑

↑

`

 

「
備
」
編
成
1
1

「
大
組
」
ー
|
親
類
・
家
老
番
頭
ー
ー
伯
'

F
層
家
臣
（
「
組
」
）

幕
木
期
に
お
け
る
佐
賀
藩
家
臣
団
の
構
浩
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表 (7) 「備」編成における軍団構成('J)(嘉永 5年］0月）

； 三家（三支藩） 親 類 親 類 同 格

鍋白 石島 鍋川久保島 久村保田田 烏村 栖田 鍋武雄島多久凍早 頃鍋古島
計

小城蓮池鹿島

大｛親 類 2 4 1 2 2 
2 } 56 i 与 家 老② 4 6 3 2 5 3 3 5 6 6 

頭
＇ 

盆｛靡
頭 10 13 3 2 ！ 23 

13 } 286' 頭 53 28 30 12 15 ， 27' 33 15 
(3 

140 } 2,009, 侍通・平士④ 253 218 93 113 173 152 96 213 213 345 

手明鑓 68 

65 }61的し名
仲小姓 166 85 l 7 37 
歩 行(5) 305 137 128 142 75 98 91 105 61 

！ ＇ 

小 道具⑥ 45 13 60 
被 官 5 123 45 
足 軽⑦ 936 399 150 325 294 223 230 432 441 

800 I 82 
船 手 86 871 i 

54 106 14 } 3471 
l 
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「
備
」
編
成
中
、
最
も
規
模
が
大
き
い
の
は
一
＿
一
家
の
小
城
で
一
七

0
一
人
を
数
え
る
。
次
い
で
親
類
同
格
の
諌
早
の
一
―
九
一
人
と
続

き
、
親
類
同
格
の
須
古
鍋
島
が
三
一
六
人
で
最
小
と
な
る
。
各
「
備
」
編
成
の
規
模
を
前
掲
表
り
に
示
し
た
「
与
私
」
編
成
と
比
較
し
た

場
合
、
単
純
に
平
均
す
れ
ば
ひ
と
つ
の
「
備
」
編
成
が
八
一
九
人
に
対
し
、
「
与
私
」
編
成
は
五

0
一
人
と
な
る
。
も
っ
と
も
、
構
造
的
に

は
「
与
私
」
と
「
備
」
中
の
大
組
と
が
対
応
し
て
い
る
た
め
（
図
切
参
照
）
、
「
与
私
」
と
「
備
」
と
の
直
接
的
な
比
較
は
注
意
を
要
す
る
が
、

概
し
て
「
備
」
が
「
与
私
」
よ
り
も
規
模
が
大
き
か
っ
た
こ
と
は
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

階
層
別
に
み
た
場
合
は
、
侍
通
・
平
士
層
と
下
層
家
臣
層
が
中
心
的
地
位
を
占
め
、
と
く
に
後
者
は
全
体
の
九
〇
一
三
人
中
、
六
一
八

三
人
と
六
八
•
六
党
に
の
ぼ
る
。

な
お
、
図

mの
検
討
を
通
じ
て
指
摘
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
「
嘉
永
五
子
年
三
家
御
親
類
同
格
人
数
附
」
に
、
「
備
」
の
全
構
成
が
綱
羅
さ

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
と
く
に
被
官
層
を
含
め
な
い
場
合
が
あ
り
、
ま
た
、
又
陪
臣
の
記
載
が
表

mに
は
皆
無
で
あ
る
。
従
っ
て
実

際
に
は
「
備
」
編
成
の
総
数
は
、
九
〇
一
三
人
を
越
え
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
藩
主
権
力
が
直
接
掌
握
し
動
員
可
能
な
「
備
」
陪
臣

団
の
総
数
と
い
う
観
点
に
立
て
ば
、
こ
の
数
値
は
大
き
な
意
味
を
有
す
る
。

い
る
。

成
を
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

図

mに
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
以
上
の
よ
う
な
「
備
」
編
成
の
階
層
的
特
色
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
次
に
、
「
備
」
編
成
の
具
体
的
な
人
数
構

表

mは
「
嘉
永
五
f
年
三
家
御
親
類
同
格
人
数
附
」
に
よ
り
、
三
家
・
親
類
・
親
類
同
格
層
の
陪
臣
団
に
つ
い
て
階
層
別
に
整
理
し
、
人

数
構
成
を
一
覧
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
階
層
に
つ
い
て
は
「
備
」
の
構
造
に
墓
づ
き
、
（
図
切
参
照
）
、
大
組
を
統
率
す
る
い
わ
ば
大
与
頭

層
（
親
類
・
家
老
）
、
大
組
内
の
組
を
管
理
・
統
轄
す
る
与
頭
層
（
番
頭
・
組
頭
）
、
侍
通
・
平
士
層
、
手
明
鑓
・
仲
小
姓
・
歩
行
・
小
道
具
・

••••••••••••• 

被
官
・
足
軽
等
よ
り
な
り
組
を
構
成
し
て
い
た
下
層
家
臣
層
、
船
手
層
、
お
よ
び
諸
戦
人
・
瓦
師
・
山
伏
・
茶
道
等
の
非
戦
闘
集
団
の
五

階
層
を
設
定
し
分
類
し
て
い
る
。
な
お
、
表
中
の
い
内
数
値
は
筆
者
算
出
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
史
料
計
と
相
違
す
る
場
合
に
付
記
し
て

幕
末
期
に
お
け
る
佐
賀
藩
家
臣
団
の
構
造
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と
の
関
係
か
ら
は
全
て
陪
臣
に
含
ま
れ
る
も
の
の
、
「
備
」
が
「
与
私
」
と
構
造
的
に
同
質

性
を
有
し
な
が
ら
独
自
に
編
成
さ
れ
て
い
た
点
を
菫
視
し
、
「
与
私
」
に
準
拠
し
た
階
層
構

成
の
分
類
に
従
う
。
す
な
わ
ち
、
侍
（
表
①
）
が
親
類
・
家
老
・
番
頭
・
組
頭
・
侍
通
・
平
士
層
（
表

m)、
下
層
（
切
米
取
）
家
臣
が
手
明

鑓
・
仲
小
姓
・
歩
行
・
小
道
具
・
被
官
・
足
軽
等
、
船
手
が
船
手
、
非
戦
闘
集
団
が
諸
職
人
・
医
師
・
山
伏
・
坊
主
・
茶
道
等
に
そ
れ
ぞ

れ
相
当
す
る
。

「
与
私
」
と
「
備
」
と
を
階
層
別
に
比
較
し
た
場
合
、
両
編
成
の
中
核
的
存
在
で
あ
る
侍
・
下
層
（
切
米
取
）
家
臣
に
お
い
て
「
備
」
の
規
模

が
大
き
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
従
っ
て
侍
・
下
層
（
切
米
取
）
家
臣
・
船
手
・
非
戦
闘
集
団
等
の
い
わ
ば
両
編
成
の
直
臣
層
に
つ
い
て

表 (8) 佐賀藩全家臣団構成（嘉永末～安政初）

幕末期における佐賀藩家臣団の構造

” 「与私」編成 「備」編成 計

侍 1,342 2,351 3,693 

下層（切米取）家臣 3,955 6,183 10,138 

船手 525 347 872 

非戦闘集団 157 132 289 

陪 臣 10,073 10,073 

計 16,052 9,013 25,065 

註） 「御領中明細録」 （安政元年），

親類同格家来人数付」より作成。
「嘉永五 f年三家御

私
」
と
「
備
」
と
を
総
合
的
に
把
え
佐
賀
藩
家
臣
団
の
全
体
構
成
に
つ
い
て
検
討
を
加
え

表
①
は
、
「
与
私
」
の
構
成
を
示
し
た
前
掲
表

m、
お
よ
び
「
備
」
の
構
成
を
示
し
た
表

口
に
基
づ
き
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
階
層
構
成
は
、
侍
・
下
層
（
切
米
取
）
家
臣
・
船
手

・
非
戦
闘
集
団
・
陪
臣
に
分
類
す
る
。
「
与
私
」
編
成
の
場
合
、
前
掲
表
り
と
の
対
応
関
係

で
は
、
侍
（
表
①
）
が
侍
（
表

m但
し
、
医
師
を
除
く
）
、
下
層
（
切
米
取
）
家
臣
が
手
明
鑓
．

赤
司
・
御
徒
・
一
孤
御
歩
行
・
小
道
具
・
足
軽
等
、
船
手
が
御
船
頭
・
水
夫
、
非
戦
闘
集

団
が
医
師
・
大
工
棟
梁
・
鍛
冶
・
諸
職
人
・
七
石
坊
主
・
瓦
師
等
、
陪
臣
が
家
老
六
人
陪

従
者
・
着
座
侍
平
士
陪
徒
者
に
そ
れ
ぞ
れ
相
当
す
る
。
ま
た
、
「
備
」
編
成
の
場
合
、
藩
主

る
こ
と
に
し
よ
う
。

数
構
成
の
特
色
等
の
考
察
を
進
め
て
き
た
が
、

以
下
、

こ
れ
ら
の
分
析
を
踏
ま
え
、

「与

以
上
、
幕
末
期
の
藩
主
権
力
に
よ
る
家
臣
団
の
実
態
調
杏
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
た
新

「
分
限
板
」
の
分
析
を
通
じ
、
「
与
私
」
と
「
備
」
の
両
編
成
に
つ
い
て
、
そ
の
構
造
や
人

-419-



〈

a〉

直

臣

団

み
た
場
合
、
「
与
私
」
か
五
九
ヒ
九
人
に
対
し
、
「
備
」
は
そ
の
一
・
五
倍
に
当
た
る
九

0
-
―
―
一
人
を
数
え
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
図

m.

人
（
に
閃
連
し
て
指
摘
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
こ
の
表
（
で
は
、
「
備
」
編
成
中
に
被
官
や
又
陪
臣
か
加
っ
て
い
な
い
場
合
が
あ
る
た
め
、

「
備
」
編
成
の
総
数
は
九
ロ
-
一
「
一
人
を
遥
に
上
廻
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
藩

t
権
力
が
直
接
掌
握
し
た
い
わ
は
軍

事
動
員
可
能
な
軍
役
人
数
と
し
て
、
表
（
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
数
値
を
把
え
る
こ
と
に
す
る
。

す
な
わ
ち
、
「
備
」
編
成
の
構
成
人
数
は
九

0
-
―1

一
人
で
あ
り
、
「
与
私
」
の
．
六

0
五
―
一
人
と
合
算
し
た
二
五

0
人
五
人
が
、
佐
賀
藩

軍
事
力
と
し
て
藩
主
権
力
に
よ
り
認
識
・
掌
握
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

家
臣
在
郷
制
の
実
態

佐
賀
藩
家
臣
団
編
成
の
特
質
の
ひ
と
つ
は
、
藩
主
直
属
家
而
団
で
あ
る
「
与
私
」
と
大
配
分
領
キ
の
陪
臣
団
で
あ
る
「
備
」
と
い
う

元
的
編
成
を
と
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
り
、
前
項
で
は
そ
れ
ら
を
統
一
的
に
把
え
、
い
わ
は
佐
賀
藩
家
臣
団
編
成
の
全
体
構
成
に
つ
い
て
検

討
し
た

3

本
項
て
は
そ
の
検
討
を
踏
ま
え
、
佐
賀
藩
家
臣
団
の
い
ま
ひ
と
つ
の
牡
質
で
あ
る
在
郷
制
の
実
態
に
つ
い
て
み
る
こ
と
に
し
よ

う
。
そ
こ
で
ま
す
、
直
臣
団
の
在
郷
状
況
よ
り
考
察
を
始
め
よ
う
。

具
体
的
分
析
に
は
い
る
前
に
佐
賀
藩
に
お
け
る
在
郷
規
定
の
変
遷
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
こ
う
。

(89) 

佐
賀
藩
て
は
JL
和
四
年
に
最
初
の
在
郷
禁
廿
規
定
か
小
達
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
三
年
後
の
同
七
年
に
は
「
下
々
致
在
郷
候
儀
、
四
人
切

{90)

（

91) 

手
を
以
可
被
申
付
事
」
と
い
わ
ば
願
い
出
制
と
な
り
、
さ
ら
に
寛
永
五
年
四
月
に
至
り
、
知
行
五

0
0石
以
下
で
「
給
人
役
者
」
以
外
、

(92) 

つ
ま
り
悔
役
喘
に
就
い
て
い
な
い
家
臣
に
対
し
「
勝
手
次
第
」
の
在
郷
か
容
認
さ
れ
る
。
藩

t
権
力
の
家
臣
団
に
対
す
る
在
郷
禁
止
の
方

針
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

．
 

う
J

そ
れ
が
極
め
て
困
難
な
状
況
で
あ
っ
た
こ
と
か
窺
え
る
。
そ
の
背
景
の
一
端
に
は
、
藩
政
初
期
に
お
け
る
度
重
な

幕
木
期
に
お
け
る
佐
賀
藩
家
臣
団
の
構
造
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幕
末
期
に
お
け
る
佐
賀
藩
家
臣
団
の
構
造

る
公
儀
普
請
が
藩
財
政
を
圧
迫
し
、
こ
れ
が
家
臣
財
政
に
転
嫁
さ
れ
る
と
い
う
、
幕
藩
制
社
会
が
内
包
す
る
構
造
的
問
題
が
介
在
し
て
い

(93) 

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

a94〉

と
こ
ろ
が
、
寛
永
五
年
四
月
の
い
わ
ば
在
郷
容
認
規
定
は
僅
か
七
ヶ
月
で
撤
回
さ
れ
、
同
年
―
一
月
に
は
、
再
び
願
い
出
制
と
な
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
、
藩
主
権
力
の
予
想
以
上
に
、
容
認
規
定
を
挺
子
と
し
た
家
臣
団
の
在
郷
化
が
進
行
し
た
こ
と
を
物
語
っ
て
お
り
、
寛
永
一

(95) 

四
年
に
は
「
家
中
之
者
、
無
臆
次
、
在
郷
へ
罷
越
候
儀
、
可
為
停
止
」
と
、
元
和
四
年
の
在
郷
禁
止
の
方
針
に
復
し
て
い
る
。
し
か
し
、

（

多

久

茂

辰

）

（

96)

同
時
に
「
但
罷
移
候
ハ
て
不
叶
者
ハ
、
美
作
守
切
手
を
以
可
遣
事
」
と
、
い
わ
ば
在
郷
に
関
す
る
例
外
規
定
を
設
け
て
お
り
、
む
し
ろ
こ

の
こ
と
が
盾
要
で
あ
る
。
寛
文
―
二
年
に
示
達
さ
れ
た
「
御
掟
条
々
」
（
「
鍋
島
家
文
庫
」
所
収
）
に
み
ら
れ
る
在
郷
規
定
は
、
右
の
例

外
規
定
を
、
具
体
的
規
準
を
設
け
改
め
て
明
文
化
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
在
郷
者
で
定
米
（
物
成
）
五

0
石
以
上
は
城
元

移
住
、
知
行
一

0
0石
（
物
成
四

0
石
）
以
上
は
在
郷
禁
止
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
在
郷
者
で
定
米
五

0
石
未
満
の
場
合
は
城

下
居
住
者
で
も
物
成
四
0
石
未
満
で
あ
れ
ば
在
郷
居
住
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
寛
文
規
定
の
方
針
が
、
以
後
幕
末
期
に
至
る
ま
で
定
着
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
と
く
に
享
保
飢
饉
以
後
に
み
ら
れ
る
よ

(91) 

う
な
臨
時
的
な
い
し
制
限
付
在
郷
許
可
規
定
を
通
じ
て
、
同
規
定
は
漸
次
形
骸
化
し
て
い
き
、
天
明
八
年
段
階
で
は
「
御
城
下
諸
小
路
・

(98) 

御
免
地
屋
敷
之
儀
、
御
家
中
住
居
仕
候
半
ifu
不
相
叶
慮
、
身
上
柄
之
人
々
も
在
郷
住
居
多
、
早
寛
者
年
々
二
抱
屋
敷
等
、
多
分
二
相
成
」
と
、

本
米
、
城
ド
居
住
を
定
め
ら
れ
て
い
た
家
臣
層
に
お
い
て
も
、
在
郷
化
が
進
行
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
か
も
、
前
記
寛
文
規
定

に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
ド
層
家
臣
の
在
郷
は
容
認
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
、
藩
政
中
後
期
に
お
け
る
広
範
な
下
層
家
臣
の
形
成
と
い
う
状
況

と
勘
案
し
た
場
合
、
家
臣
財
政
の
窮
乏
化
と
も
相
ま
っ
て
、
佐
賀
藩
に
お
け
る
家
臣
在
郷
は
、
い
わ
ば
体
制
的
に
進
行
・
定
着
し
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
て
き
た
家
臣
在
郷
制
に
対
し
、
天
保
期
以
降
の
軍
事
力
強
化
路
線
の
な
か
で
、
藩
主
権
力
は
そ
の
矛
盾

を
認
識
し
、
本
稿
一
節
（
項
で
述
べ
た
よ
う
な
家
臣
在
郷
の
克
服
策
を
打
ち
出
す
と
と
も
に
、
家
臣
居
住
地
を
付
記
し
た
「
弘
化
二
巳
年
惣

-421-
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表 (9) 幕末期における家臣居住地

: 住地

侍 手明鑓 御徒 足軽 眠人 船手 計

人数比率 人数 比 率 人 数比率 人数比率 人数比率 人数比率 人数 比率

96令
形

36令
劣 論 16.名1,22人9 

劣 詮 劣 人
劣 2,68人2 

％ 

城下町 57. 1 32.6 29.4 57.0 33. 1 

村 545 32. 2 599 54. 1 214 50. 2 2,081 49.8 28 28.0 3,467 42.8 

津 60 32 44 242 2 601 981 

宿 43 7. 6 53 11. 9 41 24. 6 387 18. 7 10 12.0 100. 0 534 21. 7 

町 27 47 20 153 247 

他 6 8 14 

3. 1 1. 4 9.2 2. 1 3.0 2.4 

不明 46 16 39 78 3 182 

計 1,693 100. 0 1,109 100.0 426 100. 0 4,178 100? o 100 100. 0 601 100. 0 8,107 100. 0 

ー

8
谷

ー

註） ①「弘化二已年惣着到」より作成。②杵・孫・後見人も含める0 (3)深堀詰・香焼詰は，住居地を示すものではないと考えら

れるので， 「他」に入れる。④また，佐賀藩領外の長崎詰，下関詰も「他」に人れる。但し，小城・鹿島・蓮池等の三支藩

領住居者は含める。その際，三支藩城下住居者は「町」住居とする。⑤「不明」とは，住居地が記載されないものである。

但し，悴・孫・後見人にも住居地が記載されないが，この場合本人住居地と同様とする。⑥構成比算出には，不明分を加え

たため，実際の構成比より少なめの数値となる。



幕
末
期
に
お
け
る
佐
賀
藩
家
臣
団
の
構
造

論
ず
る
こ
と
に
し
た
い
。

と
が
目
立
つ
。

表
①
は
、
こ
の
「
弘
化
二
已
年
惣
着
到
」
に
基
づ
き
家
臣
団
（
直
臣
）
居
住
地
を
一
覧
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
家
臣
団
は
、
侍
・
手
明
鑓

・
御
徒
・
足
軽
・
眺
人
・
船
手
の
六
階
層
に
、
ま
た
居
住
地
は
城
下
町
（
佐
賀
）
・
村
・
津
・
宿
•
町
•
他
・
不
明
の
六
居
住
地
に
そ
れ
ぞ

(99) 

れ
整
理
・
分
類
し
た
。
な
お
比
率
に
つ
い
て
は
、
津
・
宿
•
町
お
よ
び
他
・
不
明
を
そ
れ
ぞ
れ
一
括
し
て
算
出
し
た
。

表
（
は
、
藩
政
初
期
よ
り
形
成
・
進
行
し
た
き
た
佐
賀
藩
に
お
け
る
家
臣
在
郷
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
。

ま
ず
、
侍
に
つ
い
て
み
て
み
る
と
一
六
九
三
人
中
、
城
下
町
居
住
者
は
九
六
六
人
、
五
七
・
一
％
と
六
割
に
み
た
な
い
。
し
か
し
他
の

階
層
と
比
較
し
た
場
合
、
侍
の
城
下
町
居
住
比
率
は
高
い
方
で
、
職
人
の
五
七
％
（
五
七
人
）
を
除
け
ば
、
手
明
鑓
は
一
―

0
九
人
中
三
六

二
人
で
三
ニ
・
六
％
、
御
徒
は
四
二
六
人
中
六
八
人
で
一
六
％
、
足
軽
は
四
一
七
八
人
中
―
ニ
ニ
九
人
で
二
九
•
四
％
と
、
い
ず
れ
も
極

め
て
低
率
で
あ
り
、
城
下
町
外
居
住
が
む
し
ろ
一
般
的
で
あ
っ
た
状
況
が
指
摘
さ
れ
る
。
城
下
町
外
居
住
地
の
中
心
は
、
船
手
の
津
を
除

き
い
ず
れ
の
階
層
で
も
村
で
あ
る
。
就
中
、
手
明
鑓
の
場
合
、
五
四
・
一
％
に
当
た
る
五
九
九
人
、
御
徒
で
は
五

0
・
ニ
％
に
当
た
る
ニ

一
四
人
、
さ
ら
に
足
軽
で
も
四
九
・
八
％
の
二

0
八
一
人
と
、
そ
の
半
数
前
後
が
村
居
住
で
あ
っ
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
、
津
・

徊
•
町
居
住
で
は
船
手
全
員
が
津
居
住
で
あ
る
ほ
か
、
御
徒
の
う
ち
二
四
・
六
％
に
当
た
る
一

0
五
人
が
津
・
宿
•
町
居
住
で
あ
っ
た
こ

こ
の
よ
う
に
、
佐
賀
藩
家
臣
団
に
お
け
る
居
住
分
布
は
、
城
下
町
よ
り
も
む
し
ろ
村
を
初
め
と
す
る
城
下
町
外
に
拡
散
し
て
い
た
わ
け

で
、
全
体
で
み
れ
ば
八
一

0
七
人
中
、
城
下
町
居
住
者
は
二
六
八
二
人
の
三
三
・
一
％
に
過
ぎ
ず
、
村
居
住
者
が
一
二
四
六
七
人
、
四
ニ
・

八
％
と
圧
倒
的
に
多
く
、
津
・
宿
•
町
居
住
者
も
一
七
六
二
人
で
一
―
-
．
七
％
を
占
め
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
よ
う
な
在
郷
家
臣
の

な
か
に
は
、
農
業
を
初
め
と
す
る
生
産
活
動
に
従
事
し
て
い
た
家
臣
が
多
く
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
実
態
お
よ
び
性
格
に
つ
い
て
は
改
め
て

と
こ
ろ
で
、
表
⑩
は
表
①
中
の
侍
に
つ
い
て
、
地
方
知
行
取
・
切
米
取
・
扶
持
取
に
整
理
し
た
上
で
石
高
（
物
成
高
・
切
米
高
・
扶
持
高
）

着
到
」
を
作
成
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

―-423-
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表 (10) 幕末期における城下町外居住者（侍）

地方知行（物成） 切 米 知 行 扶持

R( @+家総R+数臣c ) 
(Jj)①店（城⑭1)（名ナ卜町総⑪外歓＋ 屈x

石 高
R給地付方者 外R居城住下者町 ⑮ ⑤1X 00 c給切付米者 外＠居城住卜者町 ＠c1x 00 ⑥給扶付持者 外①居城住卜者町 呈f贔 100 

2 (1)人
人 党 人 人 ％ 人 人 粥

2(1)人
人 ％ 

3000石以上

2000石以上 3000石未満 3 3 

1000 ~ 2000 3 (1) 3(1) 

500 ~ 1000 9 (3) 9(3) 

300 ~ 500 9 (3) 9(3) 

200 ~ 300 37 (14) 2 5.4 37 (14) 2 5.4 

100 ~ 200 113 (30) 6 5. 3 13 (2) 3 23. 1 126 (32) ， 7. 1 

50 ~ 100 157 (55) 22 14.0 72 (17) 8 11. 1 9 (2) 238(74) 30 12.6 

20 ~ 50 126 (30) 57 45. 2 713 (197) 351 49. 2 83 (21) 33 39. 8 922(248) 441 47. 8 

0 ~ 20 12 (3) 8 66. 7 27 (8) 23 85. 2 253 (45) 175 69. 2 292(56) 206 70. 5 

計 471 (140) 95 20. 2 825 (224) 385 46. 7 345 (68) 208 60. 3 1641 (432) 688 41. 9 

|

H
笞
ー

註） ①「弘化二已年惣着到」（「鍋島家文庫」＜佐賀県立図書館蔵＞所収）より作成。②@・c・⑥欄の（ ）内は，↑卒．孫．後

見人等の人数である。 (3)R・⑭・①欄には，明示しなかったが，悴．孫．後見人等が含まれる。④家臣総数が 1,641人で，

表 (9)の1,693人より 52人少ないのは，同表中の他および不明に該当する 52人を加えていないためである。



岱
未
期
に
お
け
る
jJl
賀
藩
家
臣
団
の
構
造

ヘ
b
〉

~, 

陪

臣

団

検
叶
を
加
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。

別
に
城
下
町
外
居
什
者
を
抽
出
し
↓
覧
化
し
た
も
の
て
あ
る
。
家
臣
の
知
行
取
タ
イ
プ
別
に
み
た
場
合
、
地
方
知
行
取
の
城
卜
町
外
居
住

・
ニ
％
を
占
め
る
に
す
き
な
い

C

こ
の
こ
と
は
、
地
方
知
行
取
か
そ
の
知
行
地
を
離
れ
て
い
る
こ
と
、

つ
ま
り
油
じ
権
力
に
よ
る
城
卜
町
集
住
策
か
か
な
り
徹
底
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
切
米
取
は
八
―
一
五
人
中
一
八

五
人
て
四
八

•
L
o
o
o
‘扶持
取
は
二
四
h
人
中
二
□
八
人
て
六
〔
9／
．

三
．
一
人
、
蓮
池
家
陪
臣
か
五
九
人
、
お
よ
ひ
大
配
分
領
主
層
の
陪

＿
％
と
地
方
知
行
取
よ
り
城
下
町
外
に
居
住
す
る
比
率
か
高
い
。
こ

れ
は
、
藩
政
中
期
以
降
に
お
け
る
切
米
・
扶
持
支
給
の
慢
竹
的
滞
り
に
よ
る
切
米
・
扶
持
取
屑
の
財
政
窮
乏
か
、
こ
の
陪
層
の
什
郷
化
を

(100) 

促
進
し
た
こ
と
、
な
い
し
在
郷
を
前
提
と
し
た
什
抱
え
か
行
わ
れ
た
こ
と
に
原
囚
か
求
め
ら
れ
よ
う
。

一
方
、
わ
高
別
て
は
、
地

h
知
行
取
・
切
米
取
・
扶
持
取
の
い
す
れ
か
の
階
層
て
も
、
城
下
町
外
居
住
比
率
か
、
止
／
石
未
満
て
極
め

て
高
率
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
全
体
で
み
た
場
合
、
一
―
へ
し
、
9

，
テ
ロ
＼
一
―

一
口
）
い
＼
九
―
＼
ー
い
て
：
一
・
八
％
に
す
き
な
い
も
の
か
、H
,
，
石I
\
1

ミ
ー
〗
石
て
は
几
ニ
―
一
人
中
四
四
一
人
と
四
七
・
八
％
、二
石
未

几
一
．
人
中
二

□し
ハ
人
と
し
ロ
・
五
％
の
古
向
ギ
と
な
る

r

｀
こ
れ
は
、
佐
賀
藩
に
お
け
る
在
郷
規
定
の
基
本
か
、
先
述
し
た
寛
文
一

―̀

W
規
定
に
ホ
さ
れ
る
よ
う
に
、
物
成
石

□石
未
満
の
在
郷
許
可
に
あ
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

以
卜
、
「
弘
化
―
一
ぶ
年
惣
竹
到
」
の
分
析
を
通
じ
て
直
臣
団
の
在
郷
状
況
に
つ
い
て
み
て
き
た
。
次
に
、
陪
臣
団
の

0
郷
状
況
に
つ
い
て

ふ

101)

承
比
一
一
年
の
「
佐
賀
城
廻
之
絵
図
」
に
よ
れ
ば
、
小
城
家
陪
臣
か

面皿）

い
と
考
え
ら
れ
る
「
又
内
」
か
九
六
人
確
認
さ
れ
る
か
、
と
く
に
一
家
（
三
支
藩
）
の
陪
臣
か
多
数
、
城
下
町
居
住
て
あ
っ
た
こ
と
か
知
ら

れ
る
う
こ
れ
は
、
慶
長
か
ら
寛
永
期
に
か
け
た
三
家
創
設
時
（
＂
則
掲
表
（
参
昭
‘
)
に
、
本
藩
主
（
鍋
島
本
家
）
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
「
御
附
人
」

面）

「
御
浪
人
」
と
し
て
直
臣
か
．
二
家
に
分
り
さ
れ
、
：
・
-
家
配
属
後
も
城
下
町
に
居
什
し
て
い
た
た
め
、
承
応
一
二
年
の
城
下
図
に
そ
の
居
住
か
み

満
で
は

者
は
四
し
一
人
中
九

h
人、

ー
で
五
•
四
％
、
二
0
/
)石
I
-
0
0
石
で
七

9
0
‘
 

一。／
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以
上
の
よ
う
に
、
藩
政
初
期
の
段
階
で
は
鍋
島
氏
が
分
家
方
式
で
創
出
し
、
直
臣
を
分
与
し
た
鍋
島
一
門
陪
臣
団
の
場
合
は
佐
賀
城
下

(loo) 

町
居
住
が
み
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
の
他
の
陪
臣
団
の
場
合
は
城
下
町
外
居
住
が
原
則
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

と
こ
ろ
が
、
延
宝
期
以
降
状
況
が
変
化
し
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
三
家
（
三
支
藩
）
の
う
ち
蓮
池
は
延
宝
期
、
小
城
は
元
禄
期
に
至
っ
て

家
臣
団
（
陪
臣
団
）
の
領
地
へ
の
「
在
住
」
が
開
始
さ
れ
、
享
保
飢
饉
以
後
は
、
一
部
陪
臣
に
よ
る
在
佐
賀
の
義
務
も
免
じ
ら
れ
た
と
い
う

(110) 

の
で
あ
る
。
享
保
期
の
本
藩
の
決
定
は
、
飢
饉
に
よ
る
陪
臣
団
の
疲
幣
と
い
う
経
済
的
問
題
に
主
要
な
原
因
が
求
め
ら
れ
よ
う
が
、
延
宝

＼
元
禄
期
の
動
向
は
、
む
し
ろ
鍋
島
勝
茂
よ
り
光
茂
へ
と
い
う
藩
主
交
代
を
契
機
に
延
宝
期
以
降
顕
在
化
し
て
き
た
本
支
藩
関
係
の
矛

(Ill) 

盾
、
そ
れ
に
対
す
る
本
藩
に
よ
る
支
藩
統
制
と
い
う
政
治
的
問
題
が
背
景
に
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
三
家
陪
臣
団
の
領
地
在

住
化
現
象
は
他
の
鍋
島
一
門
層
陪
臣
団
に
も
波
及
し
た
と
思
わ
れ
、
陪
臣
団
の
城
下
町
外
居
住
が
佐
賀
藩
で
は
一
般
的
に
な
っ
た
の
で
あ

こ。t
 

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
三
家
に
限
ら
ず
鍋
島
氏
が
い
わ
ば
分
家
方
式
で
創
出
し
た
白
石
鍋
島
家
、
あ
る
い
は
川
久
保
鍋
島
家
等
に
も
直
臣
が

(104) 

分
与
さ
れ
て
お
り
、
「
佐
賀
城
廻
之
絵
図
」
中
の
「
又
内
」
と
は
、
こ
れ
ら
の
陪
臣
団
を
も
含
ん
で
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
三
家
を
初
め
鍋

島
氏
が
創
出
し
た
一
門
層
（
三
家
・
親
類
層
）
の
陪
臣
団
は
、
本
藩
に
よ
る
直
臣
分
与
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
と
い
う
理
由
に
よ
り
、
藩
政

初
期
に
お
い
て
は
城
下
町
居
住
が
多
数
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
そ
の
他
の
家
臣
が
召
招
え
た
陪
臣
団
の
場
合
、
む
し
ろ
そ
の
主
人
に
当
た
る
家
臣
知
行
地
を
初
め
城
下
町
外
居
住
が
一

（囮）

般
的
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
元
和
五
年
と
推
定
さ
れ
る
藩
主
鍋
島
勝
茂
の
書
状
の
な
か
に
「
申
置
候
又
家
中
頭
々
佐
嘉
へ
可
移
由
候

（順）

つ
る
、

t
や
引
越
候
哉
、
後
便
二
様
子
承
度
候
」
と
い
う
記
事
が
み
ら
れ
る
が
、
「
又
家
中
」
つ
ま
り
陪
臣
団
の
う
ち
菫
臣
層
に
対
す
る
佐

賀
居
住
の
指
ホ
は
、
陪
臣
団
の
城
下
町
外
居
住
と
い
う
状
況
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
寛
永
一
九
年
に
は
陪
臣
の
在
佐
賀
は
軍
臣

(107) 

層
よ
り
三
年
交
代
で
担
当
す
る
と
い
う
規
定
と
な
り
、
さ
ら
に
明
暦
元
年
に
は
高
知
行
者
の
う
ち
不
断
二
＼
―
―
一
人
づ
つ
在
佐
賀
す
る
よ
う

（順）

定
め
ら
れ
、
陪
臣
の
う
ち
菫
臣
層
に
対
す
る
佐
賀
居
住
政
策
が
緩
和
さ
れ
る
に
至
り
、
陪
臣
団
の
城
下
町
外
居
住
と
い
う
原
則
が
定
着
し

幕
末
期
に
お
け
る
佐
賀
藩
家
臣
団
の
構
造
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表 (11) 各家臣における陪臣団の居住形態（幕末期）

＼ 家臣

(A) (B) (C) (D) 

((BA) ) x100 ((:7'.AC) ) XlOO 隠100は思 年代 出 典
惣人数 知行地 その他

人

｀ 
人 人 免 ％ ％ 

嘉叫5-永6 年
「「嘉二永家五家来f年私三領家外同御住親居類名同書t格」家来人数附」4ヽ 城 1, 701 10 92 93. 1 0.6 5. 3 

三（三支藩家） 蓮 池 1,005 782 5 218 77.8 0. 5 21. 7 

鹿 島 794 560 4 230 70. 5 0. 5 29. 0 「安政五年家中着到帳」

白石鍋島 804 221 67 516 27. 5 8. 3 64. 2 
嘉炉同水上眸 「「嘉御永親五類家千年来三私家領同御外親住類居同上名格書家」来人数附」

親 類
川久保鍋島 562 314 16 232 55. 9 2. 8 41. 3 

久保田村田 508 387 28 93 76. 2 5.5 18.3 同上 同 上

鳥栖村田 472 161 19 292 34. 1 4. 0 61. 9 同上 同 上

武雄鍋島 882 757 11 114 85.8 1. 2 13. 0 同上 「「嘉同永格五家来f年私三領家外同御住親居類名同書上格」家来人数附」

親類同格
多 久 884 825 19 40 93. 3 2. 1 4. Et 同上

諌 早 1, 221 1,144 10 67 93. 7 0. 8 5. 5 同上 同 上

須古鍋島 316 224 16 76 70. 9 5. 1 24. 0 同上 同 上

鍋島主水 366 117 27 222 32. 0 7.4 60. 6 ：5同~；上6年年「朱「嘉慶書永応部五三分r卯年、「歳三御改家家御同御老家親家中類来着知同到上格行」家所来外人住数居附名」書の」
家 老

深堀鍋島 280 235 12 33 83. 9 4. 3 11. 8 

稲姉川鍋島 243 11 10 222 4. 5 4. 1 91. 4 
代じろ 鍋島 301 267 8 26 88. 7 2. 7 8. 6 同上 同 上

着 座 納富鍋島 148 77 7 64 52. 0 4. 7 43. 3 望髯 「文化元年甲子三月家来着到」

_
L
a
vー
＇
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表
仰
は
、
幕
末
期
の
い
わ
ゆ
る
新
「
分
限
賑
」
に
よ
り
、
三
家
・
親
類
・
親
類
同
格
・
家
老
・
着
座
と
い
う
各
階
層
が
有
す
る
陪
臣
団

(112) 

の
居
住
形
態
に
つ
い
て
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
こ
の
表
よ
り
第
一
に
指
摘
さ
れ
る
こ
と
は
、
各
陪
臣
団
に
お
け
る
城
下
町
居
住
者
が
少
数
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
、
と
く
に

三
家
や
親
類
同
格
層
に
お
い
て
低
率
で
あ
っ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
幕
末
期
に
お
い
て
も
、
右
に
指
摘
し
た
よ
う
な
陪
臣
団
の
城
下
町

あ
る
。

こ
う
じ
ろ

親
類
同
格
の
う
ち
久
保
田
村
田
、
親
類
同
格
の
全
て
、
お
よ
び
家
老
の
う
ち
深
堀
鍋
島
・
神
代
鍋
島
等
の
各

陪
臣
団
に
お
い
て
は
、
知
行
地
居
住
が
比
較
的
多
数
を
占
め
る
こ
と
で
あ
る
。
蓮
池
・
鹿
島
・
久
保
田
村
田
・
須
古
鍋
島
等
は
、
知
行
地

居
住
比
率
(
(
B
)

一(
A
)
X
1
0
0
)

が
七

0
％
台
で
あ
る
が
、
武
雄
鍋
島
・
深
堀
鍋
島
・
神
代
鍋
島
は
八

0
％
台
、
小
城
・
多
久
・
諌
早
に
至
っ

て
は
九

0
％
台
と
陪
臣
団
の
大
部
分
が
知
行
地
居
住
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

第
一
―
一
に
そ
れ
と
は
逆
に
、
親
類
の
白
石
鍋
島
・
鳥
栖
村
田
、
家
老
の
鍋
島
主
水
•
姉
川
鍋
島
等
は
、
知
行
地
居
住
比
率
が
い
ず
れ
も
三

0
％
台
以
下
で
極
め
て
低
率
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
他
、
親
類
の
川
久
保
鍋
島
、
着
座
の
納
富
鍋
島
の
場
合
も
知
行
地
居
住
比
率

第
四
に
、
第
一
―
一
で
指
摘
し
た
各
家
陪
臣
団
を
中
心
に
、
城
下
町
以
外
や
主
人
の
知
行
地
外
に
居
住
す
る
陪
臣
が
多
数
み
ら
れ
た
こ
と
で

そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
各
陪
臣
団
の
居
住
地
を
め
ぐ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
相
違
が
生
じ
る
理
由
で
あ
る
。
知
行
地
居
住
が
一
般
的

で
あ
っ
た
陪
臣
団
は
、
支
藩
で
あ
る
―
―
一
家
、
竜
造
寺
氏
の
本
家
格
に
当
た
る
久
保
田
村
田
と
竜
造
寺
氏
一
門
に
出
自
を
有
す
る
武
雄
鍋
島

・
多
久
・
諌
早
・
頃
古
鍋
島
、
お
よ
び
佐
賀
藩
領
の
飛
地
を
知
行
地
と
す
る
家
老
の
深
堀
鍋
島
・
神
代
鍋
島
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
家
臣
は

い
ず
れ
も
藩
政
初
期
の
段
階
で
知
行
地
が
確
定
し
、
知
行
地
替
え
を
被
る
こ
と
な
く
一
円
的
な
所
領
支
配
が
藩
政
期
を
通
じ
実
現
し
て
い

は
五

0
％
台
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

第
二
に
、
三
家
の
全
て

外
居
住
が
一
般
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

る。

幕
末
期
に
お
け
る
佐
賀
藩
家
臣
団
の
構
造
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幕
末
期
に
お
け
る
佐
賀
藩
家
臣
団
の
構
造

て
位
置
づ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

た
。
こ
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
に
、
陪
臣
団
の
知
行
地
居
住
と
い
う
原
則
が
定
着
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、
陪
臣
団
の
知
行
地
外
居
住
と
い
う
状
況
は
ど
の
よ
う
な
理
由
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
「
私

領
（
知
行
所
）
外
住
居
名
書
」
の
詳
細
な
分
析
が
要
請
さ
れ
る
が
、

□近
世
期
に
知
行
地
替
え
が
な
さ
れ
た
も
の
の
中
世
以
来
の
被
官
関
係

(lla)

（山）

が
残
存
し
た
場
合
、
山
近
世
初
頭
以
来
の
知
行
地
替
え
に
も
か
か
わ
ら
ず
各
知
行
地
で
召
抱
え
た
陪
臣
が
旧
知
行
地
に
居
住
す
る
場
合
、

(lls) 

国
生
産
、
分
業
関
係
に
規
定
さ
れ
て
知
行
地
外
の
津
・
城
下
町
あ
る
い
は
商
品
生
産
地
帯
に
地
域
的
に
設
定
さ
れ
る
場
合
、
さ
ら
に
い
金

銭
納
等
に
よ
り
農
民
•
町
人
層
が
取
立
て
ら
れ
た
場
合
等
の
諸
契
機
が
複
雑
に
絡
み
合
い
な
が
ら
、
知
行
地
外
居
住
の
陪
臣
層
が
形
成
さ

(116) 

れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
、
史
料
的
制
約
も
あ
り
、
大
配
分
領
主
層
や
家
老
・
着
座
と
い
う
比
較
的
上
層
家
臣
の
陪
臣
団
の
居
住
形
態
に
つ
い
て
分
析
を
加

え
て
き
た
が
、
い
ず
れ
の
陪
臣
団
に
お
い
て
も
城
下
町
居
住
が
極
め
て
少
な
か
っ
た
こ
と
、
主
人
知
行
地
外
に
居
住
す
る
陪
臣
が
複
雑
な

契
機
の
な
か
で
多
数
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
佐
賀
藩
に
お
け
る
陪
臣
団
の
居
住
形
態
の
大
き
な
特
色
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
幕
末
期
に
お
け
る
佐
賀
藩
家
臣
団
を
め
ぐ
っ
て
考
察
し
て
き
た
。
以
下
に
論
点
を
要
約
し
な
が
ら
問
題
点
を
整
理
し
て
お

こ
う
。第

一
に
、
外
圧
へ
の
認
識
の
高
ま
り
の
な
か
で
、
天
保
期
の
新
藩
主
（
鍋
島
直
正
）
襲
封
を
契
機
と
し
、
藩
主
権
力
が
、
従
来
の
諸
武
具

の
整
備
・
補
修
、
家
臣
団
の
軍
事
調
練
、
さ
ら
に
各
家
臣
に
対
し
戦
闘
集
団
構
成
員
と
し
て
の
自
覚
悟
を
促
す
意
識
変
革
等
の
い
わ
ば
軍

事
的
封
建
家
臣
団
1
1

軍
事
編
成
の
再
生
を
試
み
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
近
代
的
西
洋
軍
事
力
導
入
を
通
じ
て
、
い
っ
き
に
封
建
家
臣
団
の

変
容
1
1

軍
制
改
革
に
至
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
軍
事
的
封
建
家
臣
団
の
再
生
が
幕
末
期
軍
制
改
革
の
第
一
段
階
な
い
し
そ
の
前
提
と
し

お

わ

り

に
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第
七
に
、
西
洋
軍
事
力
導
人
、
こ
れ
に
伴
う
編
成
改
革
等
、
い
わ
ば
幕
末
軍
制
改
革
が
、
以
上
み
る
よ
う
な
藩
家
臣
団
の
構
造
的
特
質

が
複
雑
な
構
造
を
呈
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

第
二
に
、
そ
の
封
建
家
臣
団
の
再
生
な
い
し
掌
握
に
際
し
、
藩
主
権
力
が
従
来
み
ら
れ
な
か
っ
た
新
し
い
型
の
分
限
賑
を
作
成
し
た
こ

と
で
あ
る
。
各
家
臣
の
居
住
地
を
記
載
し
た
「
弘
化
二
己
年
惣
着
到
」
、
上
層
家
臣
1
1

大
配
分
領
主
の
陪
臣
団
で
あ
る
「
備
」
編
成
を
一
括

記
載
し
た
「
嘉
永
五
f
年
三
家
御
親
類
同
格
家
来
人
数
附
」
、
さ
ら
に
、
大
配
分
領
主
の
陪
臣
団
の
う
ち
、
知
行
地
外
居
住
者
に
つ
い
て
整

理
・
記
録
し
た
「
私
領
（
知
行
所
）
外
住
居
名
書
」
が
、
そ
れ
に
当
た
る
。
こ
の
よ
う
な
、
い
わ
ば
新
「
分
限
娠
」
の
成
立
が
、
藩
主
権
力

の
集
権
化
政
策
の
一
環
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

第
―
―
一
に
、
こ
の
よ
う
な
新
「
分
限
娠
」
の
作
成
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
は
完
全
な
も
の
と
は
言
い
難
く
、
と
く
に
陪
臣
団
の
被
官
層

を
含
ま
な
い
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
藩
家
臣
団
の
複
雑
な
構
造
な
い
し
性
格
を
教
え
て
く
れ
る
。

第
四
に
、
直
属
家
臣
団
（
「
与
私
」
）
に
比
較
し
て
、
大
配
分
の
陪
臣
団
（
「
備
」
）
の
規
模
が
む
し
ろ
大
き
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
意

味
で
、
藩
主
権
力
が
「
備
」
に
対
す
る
掌
握
・
統
制
を
強
め
、
二
元
的
編
成
の
一
元
化
を
企
図
し
た
こ
と
は
当
然
で
、
そ
れ
は
単
に
家
臣

••••••••••••• 

団
編
成
に
と
ど
ま
ら
ず
、
郡
方
の
問
題
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
藩
主
権
力
の
論
理
と
大
配
分
の
論
理
が
対
立
す
る
と
い
う
、
佐
賀
藩
体
制

の
本
質
に
か
か
わ
る
性
格
を
有
し
て
い
た
。

第
五
に
、
家
臣
在
郷
制
が
極
め
て
強
固
に
定
着
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
直
臣
の
三
分
の
二
、
陪
臣
の
ほ
と
ん
ど
が
城
下
町
以
外
に
居

住
し
、
と
く
に
下
層
家
臣
の
場
合
、
多
く
は
生
産
活
動
に
従
事
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
家
臣
は
、
長
崎
警
備
を
初
め
と
す
る
軍
役
の
遂

行
な
い
し
軍
事
力
の
強
化
に
対
し
て
は
積
極
的
で
は
な
く
、
出
夫
を
強
制
さ
れ
る
農
民
と
と
も
に
一
部
に
は
反
権
力
的
な
意
識
と
行
動
を

伴
う
階
層
が
形
成
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

第
六
に
、
在
郷
家
臣
の
居
住
構
造
で
あ
る
。
と
く
に
陪
臣
の
な
か
に
は
、
主
人
の
知
行
地
外
居
住
が
多
数
み
ら
れ
た
。
前
記
第
五
の
問

題
を
も
含
め
、
兵
農
分
離
を
社
会
・
身
分
・
分
業
編
成
の
原
理
と
す
る
幕
藩
制
下
に
お
い
て
、
佐
賀
藩
に
み
ら
れ
る
現
象
は
、
兵
農
分
離

幕
末
期
に
お
け
る
佐
賀
藩
家
臣
団
の
構
造
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幕
末
期
に
お
け
る
佐
賀
藩
家
臣
団
の
構
造

(
3
 

(
2
 

【註】
(
l
)
 

を
不

uJ避
的
に
前
提
と
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
新
要
素
（
「
軍
事
力
的
リ
ア
リ
ズ
ム
と
技
術
万
能
主
義
」
）
に
よ
る

体
制
変
革
を
強
調
す
る
の
で
は
な
く
、
旧
体
制
（
家
臣
団
の
構
造
的
特
質
）
と
の
緊
張
関
係
の
な
か
で
、
新
し
い
変
革
の
動
き
が
ど
の
よ
う
に

生
じ
、
実
現
化
し
て
い
く
の
か
と
い
う
観
点
こ
そ
重
要
で
あ
り
、
本
稿
の
意
図
と
結
論
は
こ
こ
に
集
約
さ
れ
る
。

幕
末
・
維
新
期
の
佐
賀
藩
研
究
と
し
て
は
戦
前
よ
り
多
く
の
蓄
積
が
あ
る
（
例
え
ば
、
秀
島
忠
成
編
『
佐
賀
藩
海
軍
史
全
』
〈
知
新
会
、
一
九
一

七
年
〉
、
中
野
礼
四
郎
編
『
鍋
島
直
正
公
伝
』
〈
侯
爵
鍋
島
家
編
纂
所
、
一
九
二

0
年
〉
、
小
野
武
夫
『
旧
佐
賀
藩
の
均
田
制
度
』
〈
岡
書
院
、
一
九

ニ
八
年
〉
、
秀
島
忠
成
編
『
佐
賀
藩
銃
砲
沿
革
史
全
』
〈
肥
前
史
談
会
、
一
九
三
四
年
〉
等
は
、
現
在
で
も
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
学
問
的
価
値
が
高

い
）
。
戦
後
、
井
上
清
氏
が
『
H
本
現
代
史
ー
・
明
治
維
新
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
五
一
年
、
九
五

S
六
頁
）
で
佐
賀
藩
に
つ
い
て
論
じ
た

こ
と
を
受
け
、
そ
の
後
、
精
力
的
に
研
究
を
推
進
し
た
の
は
、
芝
原
拓
自
氏
（
「
肥
前
藩
に
お
け
る
幕
末
藩
政
改
革
の
基
調
」
〈
『
歴
史
学
研
究
』

二
三
三
号
、
一
九
五
九
年
〉
、
『
明
治
維
新
の
権
力
基
盤
』
〈
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
六
五
年
〉
第
一
章
「
改
革
派
支
配
体
制
の
歴
史
的
性
格
ー
肥

前
藩
に
お
け
る
そ
の
分
析
を
中
心
に
ー
」
等
）
や
、
木
原
博
幸
氏
（
「
幕
末
・
維
新
期
に
お
け
る
西
南
雄
藩
の
動
向
ー
佐
賀
藩
の
場
合
ー
」
上
・

ド
〈
『
九
州
史
学
』
二
七
号
、
一
九
六
四
年
、
『
同
上
』
二
九
号
、
一
九
六
五
年
〉
、
「
佐
賀
藩
に
お
け
る
嘉
永
・
安
政
期
の
歴
史
的
意
義
」
〈
『
九
州

史
学
』
四

0
号
、
一
九
六
七
年
〉
、
「
佐
賀
藩
の
天
保
改
革
」
〈
『
香
川
大
学
教
育
学
部
研
究
報
告
』
第
1
部
―
―

10号
、
一
九
七
一
年
〉
、
「
幕
末
期
佐

賀
藩
の
財
政
構
造
に
つ
い
て
」
〈
『
九
州
文
化
史
研
究
所
紀
要
』
ニ
―
号
、
一
九
七
六
年
〉
、
「
幕
末
期
に
お
け
る
佐
賀
藩
の
軍
制
改
革
」
〈
『
香
川
大

学
教
育
学
部
研
究
報
告
』
第
1
部
四
一
号
、
一
九
七
六
年
〉
、
「
幕
末
期
に
お
け
る
佐
賀
藩
の
懸
硯
方
」
〈
『
同
上
』
第
1
部
六

0
号
、
一
九
八
四
年
〉

等
）
で
あ
る
。

前
掲
『
明
治
維
新
の
権
力
基
盤
』
七
八
頁
。

木
原
氏
は
、
前
掲
「
絡
末
期
に
お
け
る
佐
賀
藩
の
軍
制
改
革
」
の
な
か
で
、
「
軍
制
改
革
の
研
究
は
旧
来
の
封
建
家
臣
団
に
よ
る
軍
事
編
成
の
変

質
と
新
兵
制
と
の
関
連
を
具
体
的
に
考
察
し
つ
つ
、
そ
の
改
革
の
意
義
づ
け
を
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
」

(
1
0六
頁
）
と
い
う
正
当
な
認
識
を
示

し
た
上
、
「
家
臣
団
軍
事
編
成
の
強
化
」
と
い
う
一
節
を
設
け
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
分
析
は
い
わ
ゆ
る
狭
義
の
藩
主
直
属
家
臣
団
（
大
組
1
1

「与

私
」
編
成
）
の
み
を
対
象
と
し
て
い
る
た
め
、
本
稿
で
企
図
し
た
よ
う
な
、
佐
賀
藩
に
お
け
る
全
家
臣
団
の
構
造
的
問
題
を
前
提
と
し
た
考
察
と

は
な
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
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(10) 
(7) 

(8) 

(9) 

(6) 

(5) 

(
4
 
「
三
家
家
来
私
領
外
住
居
名
書
」
・
「
御
親
類
家
来
私
領
外
住
居
名
書
」
・
「
同
格
家
来
私
領
外
住
居
名
書
」
・
「
御
家
老
家
来
知
行
所
外
住
居

名
書
」
の
い
わ
ば
総
称
と
し
て
、
本
稿
で
こ
の
よ
う
に
呼
称
す
る
。

城
島
正
祥
氏
は
「
手
明
鑓
と
佐
賀
藩
性
格
の
一
班
」
（
同
『
佐
賀
藩
の
制
度
と
財
政
』
〈
文
献
出
版
、
一
九
八

0
年
〉
所
収
）
の
な
か
で
、
「
弘
化

二
已
年
惣
着
到
」
の
分
析
を
通
じ
、
「
岡
部
杢
之
助
与
」
や
「
鍋
島
弥
平
左
衛
門
与
」
の
家
臣
居
住
地
統
計
を
示
し
て
い
る
が
、
も
と
よ
り
こ
の
分

析
は
限
定
的
で
、
陪
臣
団
を
も
含
め
た
佐
賀
藩
全
家
臣
団
に
及
ん
で
い
な
い
。

な
お
、
本
稿
は
筆
者
に
よ
る
佐
賀
藩
家
臣
団
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
の
ひ
と
つ
に
あ
た
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
諸
拙
稿
を
紹
介
し
な
が
ら
、
本
稿
の

位
置
づ
け
を
行
っ
て
お
こ
う
。

ま
ず
、
佐
賀
藩
家
臣
団
の
創
出
過
程
に
つ
い
て
は
、
「
佐
賀
藩
に
お
け
る
近
世
家
臣
団
の
創
出
過
程
ー
『
朝
鮮
出
兵
』
に
お
け
る
鍋
島
氏
軍
事

編
成
の
分
析
を
中
心
に
ー
」
（
『
九
州
史
学
』
七
六
号
、
一
九
八
三
年
）
に
お
い
て
、
「
朝
鮮
出
兵
」
を
契
機
と
し
た
鍋
島
氏
直
属
家
臣
団
（
「
与
」
）

の
形
成
を
、
旧
国
人
領
主
層
と
の
対
応
と
比
較
し
な
が
ら
検
討
を
加
え
て
い
る
。
ま
た
、
鍋
島
氏
直
属
家
臣
団
の
強
化
政
策
に
よ
る
「
与
私
」
と

上
層
家
臣
の
陪
臣
団
1
1

「
備
」
と
い
う
佐
賀
藩
家
臣
団
編
成
の
基
本
体
制
成
吃
に
つ
い
て
は
、
「
成
立
期
佐
賀
藩
に
お
け
る
家
臣
団
編
成
の
原
理

と
構
造
ー
『
与
私
』
・
『
備
』
体
制
の
成
立
を
中
心
と
し
て
ー
」
（
『
九
州
史
学
』
八
二
号
、
一
九
八
五
年
）
に
お
い
て
考
察
し
て
い
る
。
他
藩
の

分
限
帳
に
あ
た
る
「
与
着
到
」
の
分
析
を
通
し
た
藩
家
臣
団
編
成
の
中
核
で
あ
る
「
与
私
」
の
構
造
と
軍
役
負
担
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
考
察
に
つ
い

て
は
、
「
佐
賀
藩
家
臣
団
の
編
成
と
構
成
ー
『
与
着
到
』
の
分
析
を
中
心
と
し
て
ー
」
（
藤
野
保
編
『
九
州
と
藩
政

(
I
)
』
〈
『
九
州
近
世
史
研
究

叢
書
•
第
二
巻
〉
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
四
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
さ
ら
に
、
藩
家
臣
団
編
成
の
諸
段
階
に
つ
い
て
は
、
藩
軍
役
体
制
の
推
移
、

家
臣
団
の
構
成
的
展
開
と
存
在
形
態
お
よ
び
分
限
帳
組
織
と
そ
の
推
移
等
々
の
諸
問
題
を
相
互
に
関
連
さ
せ
な
が
ら
、
「
佐
賀
藩
家
臣
団
編
成
の

諸
段
階
」
（
『
史
淵
』
―
二
三
輯
、
一
九
八
六
年
）
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
。
本
稿
は
、
以
上
の
諸
拙
稿
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
幕
末
期
に
お
け

る
佐
賀
藩
家
臣
団
の
構
造
を
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。

前
掲
拙
稿
「
佐
賀
藩
家
臣
団
編
成
の
諸
段
階
」
。

本
節
に
お
け
る
史
料
註
記
は
、
一
切
省
略
す
る
。
註

(6)
諸
拙
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。

元
和
六
年
に
設
け
ら
れ
た
階
層
で
、
家
臣
中
、
現
米
五

0
石
以
下
の
者
に
対
し
て
知
行
を
召
上
げ
、
改
め
て
蔵
米
に
て
現
米
一
五
石
を
支
給
し
、

平
和
時
に
は
無
役
、
臨
戦
時
に
は
鑓
一
本
、
具
足
一
領
に
て
参
陣
す
る
こ
と
を
義
務
づ
れ
ら
れ
た
家
臣
（
前
掲
「
手
明
鑓
と
佐
賀
蕩
性
格
の
一

斑」）。

藩
政
前
期
の
段
階
で
は
、
各
「
与
私
」
に
蔵
入
方
よ
り
分
与
さ
れ
た
切
米
取
と
い
う
意
味
で
「
与
付
切
米
取
」
と
呼
称
さ
れ
て
い
た
階
層
に
当
た

幕
末
期
に
お
け
る
佐
賀
藩
家
臣
団
の
構
造
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幕
末
期
に
お
け
る
佐
賀
藩
家
臣
団
の
構
造

(22) 

(23) 
4
)
 

(
2
 

(17) 

(18) 

(19) 
0
)
 

(
2
 

(21) 

， 
16 (15) 

(13) 

(14) 

(12) 

(11) 
る
（
前
掲
拙
稿
「
佐
賀
藩
家
臣
団
の
編
成
と
構
成
」
）
。

寛
政
一

0
年
、
佐
賀
藩
は
長
崎
港
口
に
設
附
さ
れ
た
戸
町
・
西
泊
の
両
番
所
に
福
岡
藩
と
と
も
に
新
製
の
石
火
矢
二
八
梃
を
献
納
し
て
い
る
が
、

そ
の
背
景
に
寛
政
一
二
年
の
ロ
シ
ア
使
節
ラ
ッ
ク
ス
マ
ン
の
根
室
来
航
あ
る
い
は
同
八
年
の
イ
ギ
リ
ス
人
ブ
ロ
ー
ト
ン
の
室
蘭
来
航
等
、
北
方
に

お
け
る
新
た
な
動
き
が
あ
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
ま
た
、
文
化
四
年
に
は
佐
賀
藩
領
内
の
伊
王
島
・
神
島
等
に
備
え
つ
け
た
大
砲
を
五
挺
か

ら
二
二
梃
へ
と
大
幅
に
増
加
さ
せ
、
非
常
軍
事
費
三

0
0
0両
の
支
出
に
よ
る
甲
冑
製
作
を
行
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
文
化
元
年
の
ロ
シ
ア
船
、

同
四
年
の
ア
メ
リ
カ
船
の
相
次
ぐ
長
崎
来
航
が
直
接
的
契
機
と
考
え
ら
れ
る
（
前
掲
『
鍋
島
直
正
公
伝
』
第
一
編
三
章
•
四
章
参
照
）
。

『
佐
賀
県
史
』
中
巻
―
―

1

―――

--S七
頁
、
池
田
史
郎
「
フ
ェ
ー
ト
ン
号
事
件
と
佐
賀
藩
」
（
『
日
本
歴
史
』
―
―

10五
号
、
一
九
七
三
年
）
、
前
掲
『
鍋
島

直
正
公
伝
』
第
一
編
六
章
。

佐
賀
藩
は
と
く
に
天
保
期
以
降
、
福
岡
藩
お
よ
び
幕
府
に
対
し
て
外
目
台
場
の
新
設
・
増
設
の
申
し
出
を
繰
り
返
す
。

「
直
正
公
御
年
譜
地
取
」
（
以

F
「
地
取
」
と
略
称
、
「
鍋
島
家
文
庫
」
〈
佐
賀
県
立
図
書
館
蔵
〉
所
収
）
天
保
二
年
二
月
一
七
日
条
。
な
お
、
本
稿
て

利
用
す
る
史
料
は
、
特
に
註
記
す
る
場
合
を
除
き
「
鍋
島
家
文
庫
」
所
収
で
あ
る
。

「
泰
国
院
様
御
年
譜
地
取
」
天
明
六
年
九
月
四
日
条
。
な
お
、
藩
所
有
の
武
器
庫
は
、
深
堀
・
伊
万
里
・
楠
久
等
に
も
設
置
さ
れ
て
い
た
（
「
同
上
」

安
永
三
年
四
月
二
八
日
条
）
。

「
百
間
御
蔵
」
の
諸
「
与
私
」
渡
分
の
武
具
に
つ
い
て
は
、
毎
月
一
四
日
・
一
五
日
に
各
「
与
私
」
よ
り
整
備
・
補
修
か
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た

か
（
「
泰
国
院
様
御
年
譜
地
取
」
安
永
三
年
五
月
二
八
日
条
）
、
幕
末
期
の
こ
の
段
階
に
お
け
る
実
状
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。

「
地
取
」
天
保
―
一
年
四
月
二
八
日
条
。

「r
a
J
右
」
天
保
：
年
七
月
一
．
—
-
日
条
。

「
同
右
」
火
保
五
年
五
月
一
：
日
条
。

「
同
右
」
火
保
六
年
二
月
一
―
一
日
、
三
月
一
日
、
一
七

S
ニ
―
日
、
二
七

S
八
日
条
。

「
地
取
」
大
保
五
月
六
月
八
日
条
。
な
お
、
会
試
と
は
藩
主
の
視
察
を
伴
な
う
軍
事
調
練
、
内
試
と
は
そ
う
で
な
い
小
規
模
な
調
練
と
考
え
ら
れ

る。「
地
取
」
犬
保
八
年

1

1

月
九
日
条
。

「
同
右
」
天
保
―
一
年
―
二
月
二
五
日
条
。

前
掲
拙
稿
「
佐
賀
藩
家
臣
団
編
成
の
諸
段
階
」
。

-433-



VL賀
晶
に
お
け
る
家
杓
在
郷
制
の
形
成
・
展
開
に
つ
い
て
は
、
本
稿
一
一
節
（
項
て
略
述
し
た
。

「
大
保
八
年
請
御
意
」
。

と
く
に
岱
人
期
の
佐
賀
城
ド
て
は
、

L
・
中
級
武
士
（
「
家
中
」
）
の
居
住
地
域
を
「
小
路
」
と
称
し
、
卜
屑
家
臣
・
陪
臣
等
は
丁
商
民
と
と
も
に
、

rli中
（
「
町
」
）
雑
屈
か
一
般
的
て
あ
っ
た
（
藤
野
保
編
こ
佐
賀
藩
の
総
合
研
究
』
〈
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
一
年
〉
本
編
第

1

立
早
一
＾
一
節
参
昭
）
―

(28)
（29)

註

(26)
に
同
し
。

(30)

「
地
取
」

K
保
几
年
閏
四
月
ニ
パ
ロ
条
。
長
崎
へ
の
外
国
船
渡
来
時
に
お
け
る
親
類
・
家
老
の
陪
臣
お
よ
び
「
与
私
」
所
属
家
臣
の
「
出
張
」
ー

出
勢
に
関
す
る
仕
糾
。

叫
地
取
」
人
保
几
年
閏
四
月

^
-
H
条。

「
lolむ
」
人
保
一
四
仕
九
月
．
一

H
条。

「
同
右
」
人
保
―

h
年
h
月
．
―
-
日
条
。

「回

11」
人
保
―

h
年
―
一
月
一
六
日
条
。

「
鍋
島
夏
丈
内
密

f
控
」
弘
化
二
年
ヒ
月
条
。

な
お
、
「
弘
化
二
巳
月
年
惣
行
到
」
の

IF
確
な
成
立
時
期
に
つ
い
て
明
ら
か
て
は
な
い
か
、
弘
化
―
一
年
―
一
月
一

V
-
H
に一
1家
（
．
二
支
藩
）
を
初
め

と
す
る
仝
家
位
の
政
貝
類
凋
杏
か
実
施
さ
れ
て
お
り
（
「
地
取
」
）
、
こ
の
惣
符
到
は
同
年
―
一
月
前
後
の
作
成
と
考
え
ら
れ
る
r.

＂
別
掲
拙
稿
「
成
立
期
佐
賀
藩
に
お
け
る
家
臣
団
組
成
の
原
理
と
構
造
」
参
照
。

＂
則
掲
『
佐
賀
品
の
総
合
研
究
』
二
七
，
ハ
＼
七
貞
（
藤
野
保
氏
執
筆
）
。
な
お
、
『
佐
賀
県
史
』
中
巻
は
寛
永
一
九
年
よ
り
花
保
二
年
の
間
と
す
る

（一
1

●

¥

．． 

，
貝
、
城
島
止
祥
氏
執
筆
）
。

前
掲
訂
佐
賀
藩
の
総
合
研
究
』
本
編
第
一
章
第
＾
．
節
「
佐
賀
本
藩
と
二
支
藩
の
成
立
」
参
賠
。
な
お
、
本
藩
の
分
限
帳
に

1

支
藩
上
か
記
載
さ
れ

て
お
り
、
本
溜

t
の
家
臣
と
し
て
位
置
つ
け
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
こ
と
か
象
徴
さ
れ
て
い
る
。

「
神
代
御
家
伝
叫
」
、
「
神
代
家
戦
巧
其
外
覚
書
」
。

各
家
の
物
成
高
は
、
文
化
・
文
政
期
頃
の
作
成
と
考
え
ら
れ
る
「
大
小
配
分
伍
高
帳
」
に
拠
る
。

佐
質
藩
は
物
成
知
，
い
制
を
枯
本
と
す
る
（
前
掲
拙
稿
「
佐
賀
藩
家
臣
団
釦
成
の
諸
段
階
」
）
。

佐
倒
藩
て
は
慶
安
五
什
以
降
物
成
四
ソ
成
に
定
着
す
る
。
こ
の
た
め
物
成
四

)
-
0
0石
の
家
臣
か
知
行
．
ロ
ロ
(

I

(

I

―
い
と
な
り
、
い
わ
は
国
持
大

名
の
石

2

回
に
侭
敵
す
る
こ
と
に
な
る
。
ち
な
み
に
、
と
家
を
初
め
と
し
て
、
大
配
分
の
う
ち
JL
家
か
こ
れ
に
該
当
す
る

C

0
)
 

(
4
 

(41) 
2
)
 

(
4
 

3
)
 

(
4
 

3 ， 38 37 
ヘ＾へヘへへ

36 35 34 ;33 32 31 
、 - - 、 - 、一一

(25) 

(26) 

(27) 
岱
末
期
に
お
け
る
佐
賀
藩
家
臣
団
の
構
造
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幕
末
期
に
お
け
る
佐
賀
藩
家
臣
団
の
構
造

本
稿
で
は
、
「
与
私
」
編
成
と
は
異
な
る
「
備
」
編
成
を
有
し
、
か
つ
後
述
す
る
「
嘉
永
五
f
年
三
家
御
親
類
同
格
家
来
人
数
附
」
に
記
載
さ
れ
る

本
文
の
一
一
家
を
大
配
分
領
主
層
と
定
義
す
る
。
な
お
、
大
配
分
と
い
う
い
わ
ば
格
制
は
、
享
保
一
七
年
以
降
、
三
家
・
親
類
・
親
類
同
格
に
固

定
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
鍋
島
主
水
家
日
記
」
（
「
鍋
島
主
水
家
文
書
」
〈
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
〉
）
の
享
保
一
七
年
九
月
八
日

条
に
「
向
後
御
家
老
中
私
領
者
、
小
配
分
之
格
ー
ー
候
」
、
あ
る
い
は
九
月
ニ
―
日
条
に
「
私
知
行
（
鍋
島
主
水
家
知
行
…
引
用
者
註
）
、
向
後
小
配

分
之
格
候
（
中
略
）
私
知
行
、
以
前
者
大
配
分
二
被
仰
付
置
、
其
後
示
今
大
配
分
之
格
ー
＿
御
座
候
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
家
格
の
上
で
三
家

・
親
類
・
親
類
同
格
に
つ
ぐ
家
老
層
が
藩
政
初
期
の
段
階
で
「
大
配
分
」
の
時
期
が
あ
っ
た
も
の
の
、
そ
の
後
「
大
配
分
格
」
、
さ
ら
に
享
保
一

七
年
九
月
以
降
「
小
配
分
之
格
」
に
降
格
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
以
上
の
事
実
よ
り
、
こ
の
享
保
一
七
年
段
階
で
「
大
配
分
」
の
三
家
・
親

類
・
親
類
同
格
へ
の
固
定
化
が
な
さ
れ
た
と
推
測
し
て
大
過
な
い
と
思
わ
れ
る
。

「
鍋
島
夏
雲
内
密
手
控
」
天
保
一
三
年
五
月
。

「
鍋
島
家
文
庫
」
所
収
。

「
蓮
池
鍋
島
家
文
書
」
（
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
一
四
巻
所
収
）
三

0
号
鍋
島
光
茂
覚
書
写
、
「
光
茂
公
譜
考
補
」
二
。

「
鍋
島
夏
雲
内
密
手
控
」
天
保
一
四
年
一
月
二
九
日
条
。

「
天
保
九
年
請
御
意
」
三
月
条
。

藩
政
初
期
に
お
け
る
郡
代
を
も
含
め
た
農
村
支
配
機
構
に
つ
い
て
は
、
前
掲
『
佐
賀
藩
の
総
合
研
究
」
本
編
第
二
章
第
五
節
「
農
村
支
配
機
構
と

農
民
統
制
」
（
小
宮
睦
之
氏
執
筆
）
参
照
。

(
5
1
)
¥
（53)
註

(49)
に
同
じ
。

(54)

「
郡
方
御
改
正
一
件
拍
」
（
「
小
城
鍋
島
家
文
庫
」
〈
佐
賀
大
学
図
書
館
蔵
〉
所
収
）
。

(55)
大
配
分
領
主
屑
成
立
の
歴
史
的
要
因
を
な
し
た
竜
造
寺
氏
一
門
（
親
類
同
格
）
層
に
つ
い
て
略
述
し
て
お
こ
う
。
須
古
鍋
島
家
は
藩
主
直
正
の
庶

兄
茂
真
が
人
っ
て
お
り
、
茂
真
は
天
保
六
年
よ
り
請
役
と
し
て
藩
主
権
力
を
構
成
す
る
主
要
メ
ン
バ
ー
と
な
る
（
前
掲
「
佐
賀
藩
の
天
保
改

革
」
）
。
多
久
家
の
場
合
、
天
保
七
年
―
二
月
に
当
主
茂
澄
は
罷
免
・
浪
人
と
な
り
、
そ
の
直
後
に
物
成
七

0
0
0石
で
親
類
同
格
と
し
て
新
た
に

取
立
て
ら
れ
た
（
「
請
役
所
井
諸
役
所
相
達
候
書
附
拍
」
）
。
諌
早
家
の
場
合
、
長
崎
に
近
い
と
い
う
地
理
的
条
件
に
よ
る
長
崎
警
備
遂
行
を
通
じ
、

佐
賀
藩
軍
役
負
担
の
い
わ
ば
中
核
的
勢
力
を
形
成
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
（
『
諌
早
市
史
』
第
二
巻
）
。
武
雄
鍋
島
家
は
、
天
保
期
以
降
藩
主
権
力

に
先
が
け
て
西
洋
砲
術
の
取
り
入
れ
を
試
み
、
佐
賀
藩
に
お
け
る
西
洋
軍
事
力
導
入
を
、
い
わ
ば
主
導
し
た
（
石
井
良
助
『
武
雄
市
史
』
上
巻
参

照
）
。
こ
の
よ
う
に
、
竜
造
寺
氏
一
門
層
（
親
類
同
格
）
の
大
配
分
と
し
て
の
自
立
的
性
格
は
、
幕
末
期
に
至
り
か
な
り
変
容
し
つ
つ
あ
っ
た
と

(45) 

(46) 
(47) 

(48) 

(49) 
(50) 

(44) 

―-435-



7
)
 

(
6
 

8
)
 

(
6
 

9
)
 

(
6
 

(70) 

(71) 
66 65 6

)
 

(5J 
(57) 

8
)
 

(
5
 

9
)
 

(
5
 

面ヽl
)
 

(
6
 

2
)
 

(
6
 

3
)
 

(
6
 

4
)
 

(
6
 

い
え
よ
う
つ

「
日
U
C」
(
「
小
城
鍋
島
家
文
庫
」
所
収
）
天
保
八
什
一
，
〗
月
．
四
日
条
。

「
地
取
」
天
保

t

二
竹
一
一
月
―
一

□日
条
。

「
吋
右
」
犬
保
＿
＿
釘
五
月
ニ
―
日
条
。

「
御
糾
方
触
逹
控
」
（
「
市
松
家
資
料
」
〈
佐
賀
県
藤
沖
郡
塩
田
町
役
場
蔵
〉
所
収
）
大
保
一

「
地
取
」
弘
化
年
八
月
八
日
・
―
一
月
二
二
日
両
条
。

「
luJ右
」
弘
化
年
八
月
,

IL
日
条
c

「鳳

h
」
弘
化
h
年
一
月
：
〈
／
、
日
、
同
「
一
日
、
4

品
永
元
年
一
月
一

□日
条
（
な
お
改
九
か
弘
化
五
年
二
月
二
八
日
）
し

福
岡
団
編
『
蓮
池
涌
日
誌
』
（
池
池
商
上
会
、
一
九
八
一
年
）
五

□六
貞
。

「
鍋
島
夏
中
行
日
品
」
（
嘉
永
四
＼
し
ハ
年
）
嘉
永
四
年
七
月
二

(
H
・
ヒ
月
二

h
日
条
c

清
役
（
鍋
島
茂
真
）
か
郡
方
頭
人
を
兼
需
す
る
こ
と
に
な
り
、

•9. 

郡
方
附
役
も
、
目
附
・
受
役
附
・
小
物
成
役
人
等
よ
り
転
役
と
さ
れ
た
。

「
地
取
」
嘉
永
四
年
―
二
月
二

□［
条
り

「
御
記
録
」
（
川
久
保
銀
島
家
の
記
録
）
大
明
四
年
四
月
一
九
日
条
ぐ
佐
賀
藩
て
は
、
直
い
を
「
家
中
」
、
陪
臣
を
「
家
来
」
と
し
て
い
る
も
の
の
、

川
久
保
鍋
晶
家
て
は
「
家
中
」
の
呼
称
か
用
い
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
藩
側
は
、
「
家
来
」
と
す
る
よ
う
指
小
し
て
い
る
か
川
久
保
鍋
島

家
は
従
っ
て
い
な
い
。

「
部
」
と
は
由
念
す
る
い
う
き
味
の
佐
賀
地
域
の
方
国
。

弘
化
炉
年
五
月
h
日
に
御
側
に
設
岡
さ
れ
る
（
前
掲
記
ぃ
賀
藩
銃
砲
沿
革
史
全
』
一
[

l

，
五
自
、
「
地
取
」
弘
化
元
年
万
月
五
日
条
）

U

前
掲
拙
稿
「
佐
四
藩
家
臣
団
編
成
の
話
段
階
」

「
被
宜
住
居
碓
帖
」
（
「
巾
松
家
資
料
」
所
収
）
。

四
記
録
と
も
「
鍋
島
家
文
庫
」
所
収
て
あ
る
。
い
ず
れ
も
年
欠
て
あ
る
も
の
の
以
下
の
検
祉
に
よ
り
、
本
文
て
述
べ
た
嘉
永
六
年
．
一
月
前
後
に

実
施
さ
れ
た
私
領
（
知
行
地
）
外
居
什
の
被
官
を
初
め
と
す
る
陪
柘
謁
社
の
結
史
に
基
つ
い
て
作
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
，
ー

四
出
録
中
の
求
臣
名
は
、
加
賀
守
（
小
城
）
、
甲
斐
守
（
池
池
）
、
熊
次
郎
（
鹿
島
）
、
山
城
（
白
右
錫
島
）
、
弾
馬
（
川
久
保
鍋
島
）
、
若
狭
（
久

保
田
村
田
）
、
学
四
郎
（
島
栖
村
田
）
、
卜
総
（
武
雄
鍋
島
）
、
長
門
（
多
久
）
、
益
千
代
（
諌
早
）
、
安
一
居
（
頃
古
鍋
島
）

‘
t水
（
鍋
島
七
水
）
、

こ
う
し
ろ

弥
中
力
衛
門
（
神
代
鍋
島
）
、
力
馬
助
（
深
堀
鍋
島
）
、
播
磨
（
太
田
鍋
島
）
、
周
防
（
姉
川
鍋
島
）
、
志
吃
（
倉
町
鍋
島
）
で
あ
る
。
こ
の
家
片
名

岱
木
期
に
お
け
る
竹
賀
藩
家
臣
団
の
構
造

一
年
六
月
条
。
な
お

f
松
氏
は
池
池
藩
家
伸
t-
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幕
末
期
に
お
け
る
佐
賀
藩
家
臣
団
の
構
造

(76) 
(77) 

(73) 

(74) 
(75) ＾ 72 

は
、
「
嘉
永
四
年
分
限
着
到
」
に
お
い
て
、
学
四
郎
・
益
千
代
を
除
き
全
て
確
認
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
四
記
録
が
嘉
永
四
年
前
後
の
作
成
で
あ
る

こ
と
が
ま
ず
推
測
さ
れ
る
。

そ
こ
で
、
次
に
各
種
系
図
類
等
に
よ
り
、
嘉
永
六
年
段
階
に
お
け
る
各
家
臣
の
人
物
比
定
を
試
み
て
お
こ
う
。
小
城
の
加
賀
守
は
偵
亮
（
「
小

城
鍋
島
自
元
茂
至
直
虎
」
）
、
蓮
池
の
甲
斐
守
は
偵
紀
（
前
掲
『
蓮
池
藩
日
誌
』
）
、
鹿
島
の
熊
次
郎
は
直
彬
（
『
鹿
島
市
史
』
中
巻
三
七

S
八
頁
）
、

白
石
鍋
島
の
山
城
は
直
章
（
「
片
田
江
系
図
」
・
「
代
々
記
」
上
）
、
川
久
保
鍋
島
の
弾
馬
は
賢
在
（
「
代
々
記
」
上
）
、
久
保
田
村
田
の
若
狭
は
政

矩
（
「
御
親
類
系
図
」
・
「
代
々
記
」
上
）
、
鳥
栖
村
田
の
学
四
郎
に
つ
い
て
は
不
詳
で
あ
る
も
の
の
文
生
（
文
政
四
年
出
生
、
天
保
五
年
八
月
七

日
家
督
、
安
政
五
年
七
月
二
八
日
死
去
〈
「
代
々
記
」
上
〉
）
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
武
雄
鍋
島
の
上
総
は
茂
昌
（
「
代
々
記
」
上
）
、
多
久
の

長
門
は
茂
族
（
「
代
々
記
」
上
、
『
多
久
の
歴
史
』
二
三
八
＼
二
四

0
頁
）
、
諌
早
の
益
千
代
に
つ
い
て
は
不
詳
で
あ
る
が
茂
春
（
弘
化
四
年
四
月

七
日
出
生
、
嘉
永
五
年
三
月
二
三
日
幼
少
の
た
め
「
生
立
心
遣
」
を
置
い
て
家
督
を
継
ぐ
〈
「
代
々
記
」
上
〉
）
と
推
定
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
須
古

鍋
島
の
安
房
は
茂
真
（
「
代
々
記
」
上
）
、
鍋
島
主
水
の
主
水
は
茂
明
（
「
代
々
記
」
下
）
、
神
代
鍋
島
の
弥
平
左
衛
門
は
茂
元
（
同
上
）
、
深
堀
鍋

島
の
左
馬
助
は
秀
一
郎
（
同
上
）
、
太
田
鍋
島
の
播
磨
は
茂
快
（
同
上
）
、
姉
川
鍋
島
の
周
防
は
茂
郷
（
同

L
)、
倉
町
鍋
島
の
志
摩
は
敬
哉
（
同

上
）
と
、
そ
れ
ぞ
れ
確
定
な
い
し
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
の
検
証
を
通
じ
、
上
記
の
「
三
家
家
来
私
領
外
住
居
名
書
」
以
下
四
記
録
は
、
嘉
永
六
年
―
一
月
前
後
に
実
施
さ
れ
た
私
領
（
知
行
地
）

外
居
住
の
陪
臣
調
杏
の
結
果
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
た
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

家
老
も
藩
政
前
期
の
段
階
で
は
「
大
配
分
」
で
あ
っ
た
も
の
の
、
享
保
一
七
年
以
降
は
「
小
配
分
」
に
降
格
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
註

(44)
で
述

べ
た
。

前
掲
拙
稿
「
佐
賀
藩
家
臣
団
の
編
成
と
構
成
」
・
同
「
佐
賀
藩
家
臣
団
編
成
の
諸
段
階
」
。

前
掲
拙
稿
「
佐
賀
家
臣
団
編
成
の
諸
段
階
」
所
収
の
表
③
参
照
。

た
だ
し
、
嘉
永
三
年
一

0
月
に
火
術
組
が
創
設
さ
れ
、
そ
れ
が
同
六
年
―
一
月
に
御
側
新
与
と
改
組
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
一
五
与
よ
り
一
六
与

編
成
へ
と
増
加
す
る
（
「
大
与
頭
次
第
全
」
）
。

「
赤
司
一
党
由
来
記
」
・
「
赤
司
寄
合
諸
願
」
。

前
掲
拙
稿
「
佐
賀
藩
家
臣
団
の
編
成
と
構
成
」
参
照
。
な
お
、
史
料
に
よ
っ
て
は
、
「
与
私
」
を
単
に
「
与
」
・
「
大
与
」
と
呼
称
す
る
場
合
が

あ
る
。
し
か
し
筆
者
は
、
陪
臣
層
を
も
含
む
い
わ
ば
家
臣
団
編
成
の
単
位
概
念
と
し
て
、
諸
拙
稿
で
は
「
与
私
」
と
い
う
呼
称
に
統
一
し
て
い
る
。

「
弘
化
二
已
年
惣
着
到
」
あ
る
い
は
「
佐
賀
藩
拾
六
組
侍
着
到
」
（
元
治
元
年
）
等
、
幕
末
期
の
基
本
的
分
限
帳
に
お
い
て
「
与
私
」
と
い
う
呼
称
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が
明
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
陪
臣
団
を
掌
握
し
た
「
与
私
」
の
本
来
的
軍
事
機
能
の
強
化
を
藩
権
力
が
企
図
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の

で
あ
ろ
う
。

註

(75)
で
述
べ
た
よ
う
に
嘉
永
六
年
段
階
に
一
五
与
よ
り
一
六
与
編
成
と
な
っ
て
い
る
。

こ
う
じ
ろ

鍋
島
主
水
家
（
物
成
三

0
0
0石
）
、
神
代
鍋
島
家
（
同
二
五

0
五
石
）
、
深
堀
鍋
島
家
（
同
二
四

0
0石
）
、
姉
川
鍋
島
家
（
同
二

0
1
1
0石
五

斗
）
、
倉
町
鍋
島
家
（
同
一
九

0
0石
）
、
太
田
鍋
島
家
（
同
一
七

0
0石
）
の
六
家
。
な
お
各
家
物
成
高
に
つ
い
て
は
「
嘉
永
四
年
分
限
着
到
」

に
拠
る
。

着
座
と
は
本
来
、
藩
庁
の
座
に
つ
い
て
藩
政
の
枢
機
に
参
加
す
る
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
を
も
ち
、
佐
賀
藩
で
は
万
治
二
年
に
そ
の
座
位
が
決
定
し

（
「
光
茂
公
譜
考
補
」
一
）
、
最
終
的
に
三
家
（
三
支
藩
）
、
親
類
、
親
類
同
格
、
家
老
に
次
ぐ
家
格
と
な
る
。
通
例
、
着
座
一
八
家
と
い
わ
れ
る
も

の
の
（
前
掲
『
鍋
島
匝
正
公
伝
』
第
一
編
一
八

O
S三
頁
）
、
藩
政
期
を
通
じ
て
む
し
ろ
流
動
的
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
と
く
に
幕
末
期
に
は

下
層
家
臣
の
着
座
へ
の
家
格
取
立
が
政
治
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
「
地

取
」
に
多
数
の
事
例
あ
り
）
。

藩
政
前
期
の
分
限
帳
に
お
け
る
馬
上
に
相
当
し
、
い
わ
ゆ
る
騎
馬
を
構
成
す
る
階
層
で
あ
る
。

表
り
の
数
値
中
、
（
内
は
筆
者
算
出
で
あ
る
こ
と
を
示
す
が
、
本
文
引
用
数
値
は
筆
者
算
出
数
値
を

用
い
る
。

本
文
表
（
の
直
臣
総
数
七
五
一
九
人
よ
り
少
な
い
。
こ
れ
は
表
（
に
は
悴
・
孫
等
か
二
三
五
三
人

含
ま
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
表
①
作
成
史
料
に
は
悴
・
孫
が
加
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
た
め
と
思
わ

れ
る
。

前
掲
拙
稿
「
佐
賀
藩
家
臣
団
の
編
成
と
構
成
」
所
収
の
等
六
表
参
照
。

但
し
、
藩
政
初
中
期
で
は
、
下
層
切
米
取
（
与
付
切
米
取
）
の
一
部
も
陪
臣
を
召
抱
え
て
い
た
が
、

本
文
表
①
で
確
認
さ
れ
る
陪
臣
は
、
侍
層
が
召
抱
え
た
陪
臣
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
幕
末
期

に
お
い
て
下
層
切
米
取
に
よ
る
陪
臣
召
抱
え
が
な
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
表

mに
示
さ
れ
る
陪

臣
比
率
1
1
六
ニ
・
八
％
は
若
千
高
く
な
る
と
い
え
る
。

家
来
被
官
と
は
「
備
」
を
構
成
す
る
家
臣
（
陪
臣
）
が
召
抱
え
る
陪
臣
の
こ
と
で
あ
り
、
藩
主
よ
り

す
れ
ば
陪
臣
の
家
臣
（
又
陪
臣
）
に
相
当
す
る
。
す
な
わ
ち
、

幕
末
期
に
お
け
る
佐
賀
藩
家
臣
団
の
構
造

付表(1) 多久励「又陪臣」編成（幕末期力）

階層 切 米 高 人 数 比 率

小姓 通 5石～ 1石8斗 14人 30.4% 

被 官 5斗～ 3斗 17 37.0 

仲 間 5斗～ 3斗 15 32.6 

計 46人 100. 0% 

註） ＝木俊秋「佐賀藩多久領における被官の研
元（「社会経済史研究 J33巻 2号） 59頁
より作成。
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幕
末
期
に
お
け
る
佐
賀
藩
家
臣
団
の
構
造

と
い
う
陪
臣
団
構
成
が
想
定
さ
れ
る
。
こ
の
又
陪
臣
の
実
態
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
く
今
後
の
研
究
課
題
の
ひ
と
つ
で
あ
る
が
、
付
表
田
と

し
て
、
多
久
家
の
家
臣
（
家
老
）
で
身
上
地
米
高
（
物
成
高
に
相
当
）
一

0
0石
の
多
久
励
氏
の
「
又
陪
臣
」
編
成
を
示
し
た
。
三
階
層
よ
り
な

る
四
六
人
の
又
陪
臣
が
確
認
さ
れ
る
。

な
お
、
家
来
被
官
は
図
川
に
お
い
て
小
城
を
含
め
、
鹿
島
・
川
久
保
鍋
島
・
須
古
鍋
島
の
四
家
で
確
認
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
註

(86)
の
よ

う
な
性
格
を
有
す
た
め
、
各
家
に
存
在
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
各
家
の
嘉
永
五
年
欄
の
最

F
段
に
付
記
し
て
い
る
。

佐
賀
藩
に
お
け
る
被
官
層
の
特
異
な
性
格
に
つ
い
て
は
、
「
佐
賀
藩
に
お
け
る
陪
臣
組
織
に
つ
い
て
」
（
仮
題
）
と
い
う
別
稿
を
予
定
し
て
い
る
。

「
坊
所
鍋
島
家
文
書
」
（
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
一
三
巻
所
収
）
八

0
六
号
多
久
安
順
外
三
名
連
置
定
書
。

「
諸
法
度
井
定
置
条
々
」
（
「
直
孝
公
御
代
」
上
〈
『
長
崎
県
史
・
史
料
編
』
第
二
〉
所
収
）
。

こ
の
段
階
で
は
物
成
五
ッ
成
で
二
五

0
石。

「
泰
盛
院
様
御
代
御
書
抜
」
・
「
勝
茂
公
譜
考
補
」
四
゜

佐
賀
藩
に
お
け
る
初
期
藩
財
政
に
つ
い
て
は
城
島
正
祥
氏
の
一
連
の
諸
論
考
（
「
慶
長
元
和
期
の
佐
賀
藩
財
政
」
・
「
寛
永
前
期
の
佐
賀
藩
財
政
」

・
「
寛
永
後
期
の
佐
賀
藩
財
政
」
・
「
慶
安
承
応
前
後
の
佐
賀
藩
財
政
」
、
い
ず
れ
も
前
掲
『
佐
賀
藩
の
制
度
と
財
政
』
所
収
）
、
お
よ
び
長
野
湿

『
幕
藩
制
社
会
の
財
政
構
造
』
（
大
原
新
生
社
、
一
九
八

0
年
）
第
一
章
、
第
二
章
参
照
。

(94)

「
定
置
条
々
」
（
「
直
孝
公
御
代
」
下
〈
『
長
崎
県
史
・
史
料
編
』
第
二
〉
所
収
）
。

(95)(96)

「
成
富
家
文
書
」
（
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
二

0
巻
）
一
七
号
鍋
島
勝
茂
掟
書
。

(97)

例
え
ば
元
文
元
年
八
月
に
は
、
知
行
地
の
上
支
配
（
知
行
地
を
藩
当
局
が
直
接
支
配
す
る
こ
と
、
藩
が
家
臣
に
賦
課
す
る
出
米
の
未
納
、
あ
る
い

は
借
銀
等
の
抵
当
と
し
て
実
施
さ
れ
る
）
、
幼
少
、
長
病
、
あ
る
い
は
諸
役
就
任
の
有
無
等
を
条
件
に
、
期
限
つ
き
で
在
郷
が
許
可
さ
れ
て
い
る

（
「
眼
日
記
」
〈
姉
川
鍋
島
氏
の
日
記
〉
元
文
六
年
八
月
五
日
条
）
。

「
泰
国
院
様
御
年
譜
地
取
」
天
明
八
年
六
月
一

0
日
条
。

な
お
、
本
藩
家
臣
の
な
か
で
三
支
藩
領
に
居
住
す
る
場
合
、
支
藩
城
下
町
に
つ
い
て
は
町
居
住
、
そ
の
他
は
本
藩
の
分
類
に
従
い
村
・
津
・
宿
等

の
該
当
欄
に
加
え
る
。

＾ ^  99 98 
- 、一グ‘

(88) 
(89) 

(90) 

(91) 

(92) 

(93) 

(87) 

（
人
配
分
領

t)

（
家
来
）
（
家
来
被
官
）

藩

t

家

臣

陪

臣

又

陪

臣

I
「
備
」
編
成
ー
ー

L
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(100)

前
掲
拙
稿
「
佐
賀
藩
家
臣
団
編
成
の
諸
段
階
」
参
照
。

(101)
佐
賀
県
立
図
書
館
蔵
。

(102)
『
佐
賀
県
史
』
中
巻
四

0
頁。

(103)
（104)

「
御
附
人
等
之
名
書
」
・
「
御
譲
人
数
姓
名
石
数
大
概
」
・
「
蓮
池
御
附
人
名
簿
」
等
。

(105)

も
っ
と
も
、
竜
造
寺
氏
一
門
の
多
久
家
陪
臣
が
城
南
の
中
館
に
二
五
人
居
住
し
て
い
る
こ
と
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
（
前
掲
『
佐
賀
藩
の
総
合
研

究
』
：
ニ
ニ
＼
ぞ
貞
）
、
竜
造
寺
氏
一
門
の
陪
臣
団
の
一
部
に
は
、
城
下
町
居
住
が
み
ら
れ
る
。

「
坊
所
鍋
島
家
文
書
」
（
『
佐
賀
県
史
料
集
成
」
―
二
巻
所
収
）
四
一
二
二
号
鍋
島
勝
茂
書
状
。

「
白
石
鍋
島
家
文
書
」
（
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
一
五
巻
所
収
）
五
号
又
家
中
在
佐
賀
賞
書
。

「
定
書
条
々
」
（
「
鳥
ノ
子
御
帳
」
五
所
収
）
。

佐
賀
城

F
町
の
成
立
過
程
を
考
察
し
た
池
田
史
郎
氏
は
、
承
応
一
二
年
の
「
佐
賀
城
廻
之
絵
図
」
の
分
析
を
通
じ
、
「
佐
賀
藩
創
立
期
に
は
支
藩
の

士
や
又
内
が
佐
賀
城
下
に
本
藩
の
士
と
と
も
に
居
を
構
え
て
い
た
こ
と
は
承
応
城
下
図
の
検
討
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
」
（
『
佐
賀
県
史
』
中

巻
こ
九
＼
四
一
貞
）
と
結
論
づ
け
て
い
る
（
こ
の
結
論
は
同
「
城
下
町
佐
賀
の
形
成
」
〈
豊
田
武
他
編
『
講
座
日
本
の
封
建
部
布
』
第
三
巻
〔
文

一
総
合
出
版
、
一
九
八
一
年
〕
所
収
〉
と
い
う
近
稿
で
も
同
様
）
。
し
か
し
、
三
家
を
初
め
と
す
る
鍋
島
氏
一
門
の
陪
臣
団
と
そ
の
他
の
陪
臣
団

で
は
そ
の
成
立
過
程
が
相
違
す
る
た
め
、
藩
政
初
期
の
段
階
で
同
様
に
城
下
町
居
住
で
あ
っ
た
と
は
い
え
ず
、
本
文
で
論
じ
た
よ
う
な
見
解
が
、

よ
り
説
得
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

「
明
治
二
十
七
年
談
話
筆
記
」
。

註

(39)
参
照
。

表
皿
の
作
成
甚
準
に
つ
い
て
付
言
し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
、
囚
惣
人
数
に
つ
い
て
は
独
自
の
史
料
を
利
用
し
た
鍋
島
主
水
家
、
納
富
鍋
島
家
を
除
き
、
「
嘉
永
五
よ
ヰ
三
家
御
親
類
同
格
家
来
人
数

附
」
の
人
数
を
示
す
（
但
し
、
鍋
島
主
水
家
を
除
く
家
老
三
家
に
つ
い
て
は
朱
書
部
分
よ
り
）
。
ま
た
、
ゆ
佐
賀
城
下
・
圃
そ
の
他
の
私
領
（
知

行
地
）
外
居
住
地
人
数
は
、
「
三
家
家
釆
私
領
外
住
居
名
書
」
等
の
「
私
領
（
知
行
所
）
外
住
居
名
書
」
に
よ
り
算
出
し
、
団
と
間
の
合
計
人
数

を
囚
よ
り
差
引
い
た
人
数
は
、
⑱
知
行
地
の
居
住
人
数
と
す
る
。

と
こ
ろ
が
先
述
し
た
よ
う
に
（
図
田
お
よ
び
表

m参
照
）
、
「
嘉
永
五
f
年
1
一
一
家
御
親
類
同
格
家
来
人
数
附
」
に
は
各
家
の
陪
臣
団
の
う
ち
被
官

層
が
含
ま
れ
な
い
場
合
が
あ
る
が
、
実
際
に
は
各
種
の
「
私
領
（
知
行
所
）
外
住
居
名
書
」
に
よ
り
、
被
官
が
多
数
確
認
さ
れ
る
陪
臣
団
が
存
在

(llO) 
(111) 

(112) 
(loo) 

(107) 
(108) 

(loo) 
椛
未
期
に
お
け
る
佐
賀
藩
家
臣
団
の
構
造
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硲
末
期
に
お
け
る
仇
賀
藩
家
い
団
の
構
造

113 

す
る
）
小
城
家
・
川
久
保
鍋
島
家
、
久
保
田
村
田
家
、
多
久

家
、
凍
り
1
家
、
頃
古
鍋
島
家
の
各
家
賠
臣
団
か
そ
れ
に
該
当

す
る
。
し
か
し
、
他
の
陪
臣
団
と
の
統
叶
上
の
統
一
を
は
か

る
た
め
、

t
e
l
p
L
六
家
に
つ
い
て
は
「
私
領
外
住
名
古
」
に
示

さ
れ
る
被
官
人
数
を

ICl.IDI
欄
に
加
え
て
い
な
い
。
ま
た
、

鍋
島
ヤ
水
家
を
除
く
家
老
一
一
家
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
「
嘉

永
五
f
年
：
家
御
親
類
同
格
家
来
人
数
附
」
の
朱
書
部
分
に

は
被
官
か
含
ま
れ
な
い
も
の
と
し
、
い
・
間
欄
に
「
御
家
老

家
来
知
行
祈
外
住
居
名
内
」
中
の
被
官
人
数
を
加
え
て
い
な

ヽ

付
人
い
は
、
「
て
家
家
米
私
領
外
名
上
日
」
以
卜
、
い
わ
ゆ
る

「
私
領
（
知
行
地
）
外
住
居
名
書
」
の
諸
史
料
に
お
い
て
確
認

さ
れ
る
人
数
を
階
層
別
に
整
理
し
た
も
の
て
あ
る
か
、
被
官

層
か
一

0
八
六
人
も
含
ま
れ
、
三
家
・
親
類
・
親
類
詞
格
お

よ
び
家
老
の
知
行
地
外
居
什
賠
杓
四

0
―
二
人
の
約
―

L
%

に
相
冴
す
る
い

し
か
し
、
「
茄
永
h
,
1年
＿
一
家
御
親
類
詞
格
家
来
人
数
附
」

で
は
被
官
層
の
人
数
か
確
認
さ
れ
な
い
陪
臣
団
が
存
仕
す
る

た
め
、
い
の
よ
う
な
作
成
基
準
を
採
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
C

陪
臣
団
の
全
体
構
成
の
な
か
て
の
被
官
脳
の
位
置
づ
け

は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。く

ま
し
ろ

例
え
は
川
久
保
鍋
島
（
神
代
氏
）
の
場
合
、
神
崎
郡
・
佐
賀

郡
の
山
内
地
方
に
多
数
の
知
，
い
地
外
居
住
の
陪
臣
が
み
ら
れ

る
。
戦
国
期
ま
て
同
氏
は
こ
の
山
内
地
方
（
七
ヶ
山
・
ニ
八

付表 (2) 幕末期における私領・知行地外居住陪臣の存在形態

口階層居＼住＼咀、，城下町村・山 ―据[津・江 宿 町 長崎 計

家来・侍 125人 56{- 人 46 人 61 人 63 人 1 人 863人！' 

手明鑓 4 I I 6 

仲小姓 30 124 6 19 51 230 

歩 行 ， 73 282 13 31 40 439 

小道具 8 95 5 2 10 120 

被官 27 851 1 39 39 129 1, 086 

足軽 71 829 51 78 52 I, 081 

船手 l 9 76 1 87 

諸眠人 11 3 14 

又被官 2 75 4 4 1 86 

五t 347 2,828 10 241 235 350 1 4, 012 j 

比率（％） 8. 7 70. 5 0. 2 6. 0 5. 9 8. 7 0. 0 100. 0 

註） 「三家家来私領外住居名書」・「御親穎家来私領外住居名書」・「同格家来私領外住居

名書」・「御家老家来知行所外住居名書」より作成。
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(116) 
八
付
記
＞

本
稿
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
藤
野
保
先
生
・
池
田
史
郎
先
生
を
初
め
多
く
の
方
の
御
指
導
・
御
助
言
を
得
た
。
未
尾
な
が
ら
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。

(115) 
(114) 

ヶ
村
と
い
わ
れ
る
）
を
基
盤
と
し
て
い
た
が
、
戦
国
末
、
竜
造
寺
氏
に
服
属
し
そ
の
後
知
行
地
替
え
を
強
い
ら
れ
て
い
る
（
「
神
代
御
家
伝
記
」
）
。

つ
ま
り
、
山
内
地
方
の
知
行
地
外
陪
臣
の
存
在
は
、
中
世
以
来
、
同
氏
が
結
ん
で
い
た
被
官
関
係
が
残
存
し
た
結
果
を
示
し
て
い
る
。

例
え
ば
鍋
島
主
水
家
は
、
近
世
初
頭
、
杵
島
郡
に
知
行
地
を
有
し
て
い
た
も
の
の
、
慶
長
一
三
年
頃
佐
賀
郡
（
下
嘉
瀬
）
に
知
行
地
替
え
と
な
っ

た
。
し
か
し
、
杵
島
郡
に
は
多
数
の
知
行
地
外
居
住
の
陪
臣
が
み
ら
れ
る
（
「
鍋
島
茂
里
年
譜
完
」
、
「
故
主
水
佑
鍋
島
茂
里
年
譜
」
）
。
さ
ら
に
、

元
録
八
年
（
元
録
―
一
年
と
す
る
場
合
も
あ
り
）
神
崎
郡
志
波
屋
村
が
没
収
さ
れ
替
地
と
し
て
、
三
根
郡
の
う
ち
三
ヶ
村
が
与
え
ら
れ
た
が
、
志

波
屋
村
に
は
陪
臣
が
そ
の
ま
ま
居
住
、
天
保
一
三
年
に
は
鍋
島
主
水
家
の
帰
依
寺
が
志
波
屋
村
に
あ
る
こ
と
よ
り
、
寺
地
に
懸
る
分
の
み
知
行
地

と
さ
れ
る
（
「
鍋
島
主
水
家
系
図
」
茂
清
項
八
「
御
家
老
系
図
」
所
収
〉
、
「
代
々
記
」
鍋
島
主
水
茂
清
項
・
「
同
上
」
鍋
島
主
水
茂
延
項
。
）
。

津
（
船
手
）
、
城
下
町
（
職
人
）
あ
る
い
は
有
田
・
伊
万
里
と
い
う
陶
磁
生
産
地
帯
に
お
い
て
は
、
い
ず
れ
の
家
臣
の
場
合
も
、
知
行
地
外
居
住

の
陪
臣
が
存
在
す
る
。

な
お
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
別
に
報
告
し
す
る
こ
と
に
し
、
こ
こ
で
は
結
論
の
み
を
列
記
し
た
。

幕
末
期
に
お
け
る
佐
賀
藩
家
臣
団
の
構
造
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